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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 (百万円) 77,220 80,088 82,379 87,171 90,352

経常利益 (百万円) 12,161 10,923 10,145 13,461 13,543

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 8,366 6,704 7,043 8,611 9,092

包括利益 (百万円) 8,257 7,064 6,212 9,664 10,809

純資産額 (百万円) 102,803 108,242 107,066 113,822 121,675

総資産額 (百万円) 139,176 144,006 144,257 154,358 164,281

１株当たり純資産額 (円) 1,726.95 1,800.25 1,841.97 1,958.23 2,092.47

１株当たり当期純利益 (円) 148.62 111.84 118.21 148.15 156.39

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
(円) 138.53 111.48 － － －

自己資本比率 (％) 73.87 75.16 74.22 73.74 74.06

自己資本利益率 (％) 8.75 6.35 6.54 7.80 7.72

株価収益率 (倍) 18.27 21.95 18.93 15.88 12.76

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 9,967 7,914 9,087 10,279 7,822

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △493 △2,464 △3,579 △1,541 △220

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △2,621 △2,842 △7,475 △3,044 △3,365

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 34,435 37,069 35,009 40,756 45,462

従業員数
(名)

2,925 3,224 3,494 3,614 3,682

（外、平均臨時雇用者数） （1,027） （1,217） （1,419） （1,547） （1,596）

（注）１．第38期、第39期及び第40期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。第36期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首より適

用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と

なっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

営業収益 (百万円) 6,689 5,290 5,229 4,903 5,873

経常利益 (百万円) 6,253 3,906 3,932 4,878 5,459

当期純利益 (百万円) 5,907 3,802 3,859 4,689 5,048

資本金 (百万円) 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207

発行済株式総数 (株) 30,877,487 30,877,487 30,877,487 30,877,487 61,754,974

純資産額 (百万円) 90,290 92,494 88,397 90,787 93,263

総資産額 (百万円) 92,002 92,852 88,859 91,565 94,413

１株当たり純資産額 (円) 1,516.78 1,538.35 1,520.79 1,561.92 1,603.88

１株当たり配当額
(円)

90 100 100 103 55

（うち１株当たり中間配当額） (45) (50) (50) (50) (26)

１株当たり当期純利益 (円) 104.94 63.43 64.77 80.68 86.82

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
(円) 97.82 63.23 － － －

自己資本比率 (％) 98.14 99.61 99.48 99.15 98.78

自己資本利益率 (％) 7.01 4.16 4.27 5.23 5.49

株価収益率 (倍) 25.87 38.71 34.55 29.16 22.98

配当性向 (％) 42.88 78.83 77.20 63.83 63.35

従業員数 (名) 24 24 20 11 12

株主総利回り (％) 123.8 114.4 106.8 114.3 100.7

（比較指標：配当込みTOPIX） (％) (115.8) (110.0) (99.6) (141.5) (144.3)

最高株価 (円) 5,920 5,650 5,290
4,995

2,390
(2,402)

最低株価 (円) 4,400 4,190 3,310
3,975

1,853
(2,336)

（注）１．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２．第38期、第39期及び第40期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

３．当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。第36期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

４．最高・最低株価欄の（外書）は、2021年４月１日を効力発生日として行った株式分割による権利落後の最

高・最低株価を示しております。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首より適用し

ており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお

ります。

 

EDINET提出書類

パラマウントベッドホールディングス株式会社(E25664)

有価証券報告書

 3/90



２【沿革】

1950年５月　　　資本金200千円をもって木村寝台工業株式会社を設立。

1982年10月　　　資本金100百万円をもって木村興産株式会社（現・当社）を設立。

1987年３月　　　木村寝台工業株式会社をパラマウントベッド株式会社に商号変更。

1987年12月　　　パラマウントベッド株式会社株式を東京店頭市場に登録。

1993年12月　　　パラマウントベッド株式会社株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

1995年９月　　　PT.パラマウントベッド インドネシアを設立。（現・連結子会社）

1996年９月　　　パラマウントベッド株式会社株式を東京証券取引所市場第一部に上場。

2002年７月　　　パラテクノ株式会社を設立。（現・連結子会社）

2004年３月　　　八楽夢床業（中国）有限公司を設立。（現・連結子会社）

2006年12月　　　パラマウントベッド株式会社によるコロナ メディカル（旧社名 コルボン ホールディング）の

株式取得。

2007年10月　　　パラマウントベッド株式会社によるパラマウントケアサービス株式会社（旧社名 サンネット

ワーク株式会社）の株式取得。（現・連結子会社）

2010年10月　　　パラマウントベッド タイランドを設立。（現・非連結子会社）

2010年11月　　　KPサービス株式会社を設立。（現・非連結子会社）

2011年１月　　　当社普通株式１株を19.57株とする株式の分割を実施。

2011年２月　　　木村興産株式会社をパラマウントベッドホールディングス株式会社に商号変更。

2011年10月　　　株式交換により、パラマウントベッド株式会社を完全子会社化。

　　　　　　　　また、同社が保有するパラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社の株式の全てを

現物配当により取得。（現・連結子会社）

　　　　　　　　当社の普通株式を東京証券取引所に上場。

2012年２月　　　パラマウントベッド アジア パシフィックを設立。（現・連結子会社）

2012年８月　　　パラマウントベッド インディアを設立。（現・非連結子会社）

2013年６月　　　パラマウントベッド メキシコを設立。（現・非連結子会社）

2013年７月　　　パラマウントベッド ベトナムを設立。（現・非連結子会社）

2014年７月　　　パラマウントベッド ブラジルが営業を開始。（現・非連結子会社）

2016年10月　　　連結子会社であるコロナ メディカルの全株式をHcare International SASに譲渡。

2018年２月　　　パラテクノ株式会社によるCSアメニティサポート株式会社の株式取得。

2019年４月　　　パラテクノ株式会社がCSアメニティサポート株式会社を吸収合併。

2019年10月　　　パラマウントベッド株式会社によるサダシゲ特殊合板株式会社の株式取得。（現・連結子会社）

2021年７月　　　西日本電信電話株式会社とパラマウントベッド株式会社の共同出資により、NTT PARAVITA株式会

社を設立。

2022年４月　　　東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に

　　　　　　　　移行。
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３【事業の内容】

　パラマウントベッドホールディングスグループは当社、子会社18社（パラマウントベッド株式会社、パラテクノ株

式会社、パラマウントケアサービス株式会社、KPサービス株式会社、サダシゲ特殊合板株式会社、パラマウントベッ

ド アジア パシフィック、PT.パラマウントベッド インドネシア、八楽夢床業（中国）有限公司、パラマウントベッ

ド インディア、パラマウントベッド ベトナム、パラマウントベッド タイランド、パラマウントベッド メキシコ、

パラマウントベッド ブラジル他５社）及び関連会社１社（NTT PARAVITA株式会社）で構成され、医療福祉用ベッド

等の製造及び販売を主たる業務としております。

　パラマウントベッド株式会社は、医療福祉用ベッド、マットレス、病室用家具、医療用器具備品等の製造及び販売

を行っております。パラテクノ株式会社は、ベッド・マットレスの点検・修理、消毒、メンテナンスリース等のサー

ビスの提供を行っております。パラマウントケアサービス株式会社は、福祉用具のレンタル卸等を行っております。

KPサービス株式会社は、保険代理店業等を行っております。サダシゲ特殊合板株式会社は、住宅設備や家具資材等の

製造・卸売り事業を行っております。パラマウントベッド アジア パシフィックは、アジア地域の統括会社であり、

医療福祉用ベッド等の販売を行っております。PT.パラマウントベッド インドネシアと八楽夢床業（中国）有限公司

は、主にパラマウントベッド株式会社から部材の一部を調達し、医療福祉用ベッド等の製造及び販売を行っておりま

す。パラマウントベッド タイランド、パラマウントベッドメキシコ、パラマウントベッド ブラジルは、主にPT.パ

ラマウントベッド インドネシアから医療用ベッド等の製品を調達し、販売を行っております。パラマウントベッド

インディアは、自社での製造を行うとともに、PT.パラマウントベッド インドネシアから医療用ベッド等の製品を調

達し、販売を行っております。パラマウントベッド ベトナムは、医療用器具備品等の製造及び販売を行っておりま

す。 NTT PARAVITA株式会社は、ICTを活用したヘルスケア事業を行っております。

　なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当してお

り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断すること

となります。

　また、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報において

も、ベッド関連事業の単一セグメントとしております。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

（連結子会社）

名称 住所
資本金又
は出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

パラマウントベッド

株式会社（注）２，４
東京都江東区

6,591

(百万円)

医療福祉用

ベッド等の製

造及び販売

100.0

医療福祉用ベッド等の製造及

び販売をしており、当社役員

６名がその役員を兼務してお

ります。

パラテクノ株式会社

（注）６
東京都文京区

80

(百万円)

医療福祉用

ベッド等のメ

ンテナンス

サービス

100.0

医療福祉用ベッド等のメンテ

ナンスサービス等をしてお

り、当社役員２名がその役員

を兼務しております。

パラマウントケアサー

ビス株式会社

（注）２，５

東京都墨田区
491

(百万円)

福祉用具のレ

ンタル卸
100.0

福祉用具のレンタル卸等をし

ており、当社役員２名がその

役員を兼務しております。

サダシゲ特殊合板

株式会社

 

広島県府中市
30

(百万円)

住宅設備・家

具資材等の製

造販売

100.0
住宅設備・家具資材等の製造

販売をしております。

パラマウントベッド

アジア パシフィック

（注）２

シンガポール共和国

ラッフルズプレイス

14,314

(千シンガポール

ドル)

アジア地域間

の統括、医療

福祉用ベッド

等の販売

100.0

アジア地域間の統括と医療福

祉用ベッド等を販売してお

り、当社従業員１名がその役

員を兼務しております。

PT．パラマウントベッ

ド インドネシア

インドネシア共和国

ブカシ県

9,036,000

(千ルピア)

医療福祉用

ベッド等の製

造及び販売

99.9

(99.9)

パラマウントベッド株式会社

の製品の一部を製造販売して

おります。

八楽夢床業（中国）

有限公司

（注）２

中華人民共和国

江蘇省無錫市

8,000

(千米ドル)

医療福祉用

ベッド等の製

造及び販売

100.0

(100.0)

パラマウントベッド株式会社

の製品の一部を製造販売して

おり、当社従業員１名がその

役員を兼務しております。

その他１社      

（注）１．上記の会社は、有価証券報告書を提出しておりません。

２．特定子会社に該当しております。

３．「議決権の所有割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）です。

４．パラマウントベッド株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等     (1）売上高        55,181百万円

(2）経常利益       7,359百万円

(3）当期純利益     4,923百万円

(4）純資産額      40,813百万円

(5）総資産額      58,864百万円

５．パラマウントケアサービス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売

上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等     (1）売上高        25,759百万円

(2）経常利益       4,500百万円

(3）当期純利益     3,093百万円

(4）純資産額      15,673百万円

(5）総資産額      28,284百万円

６．パラテクノ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

主要な損益情報等     (1）売上高        10,524百万円

(2）経常利益         670百万円

(3）当期純利益       442百万円

(4）純資産額       3,575百万円

(5）総資産額      16,733百万円
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５【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

2022年３月31日現在
 

区分

提出会社 国内子会社  海外子会社

合計

パラマウン
トベッド
ホールディ
ングス株式
会社

パラマウン
トベッド株
式会社

パラテクノ
株式会社

パラマウン
トケアサー
ビス株式会
社

サダシゲ特
殊合板株式
会社

パラマウン
トベッド
アジア パ
シフィック

PT．パラマ
ウントベッ
ド インド
ネシア他１
社

八楽夢床業
（中国）有
限公司

従業員数

(名）

12

(１)

926

(84)

929

(643)

1,210

(758)

80

(７)

13

(－)

339

(103)

173

(－)

3,682

(1,596)

（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．当社グループはベッド関連事業の単一セグメントであるため、会社別の従業員数を記載しております。

３．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員数であります。

 

(2）提出会社の状況

   2022年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

12 48.6 23.7 7,401,828

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２．平均勤続年数の算定にあたっては、パラマウントベッド株式会社等のグループ会社からの転籍により当社で

就業している従業員については、勤続年数を通算しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

　当社には労働組合はありません。

　また、当社の連結子会社のうち、パラマウントベッド株式会社、PT.パラマウントベッド インドネシア、八楽夢

床業（中国）有限公司の３社に各々の労働組合があります。

　労使関係は、円満に推移し特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社グループは1947年の創業以来、医療・高齢者福祉分野におきまして療養環境の向上のみならず、医療・介護従

事者の業務改善等に資する製品・サービスを提供してまいりました。近年は福祉用具レンタル卸事業やメンテナンス

サービス事業に参入するなど、社会の変化に対応し、事業の多角化を推進しながら、業容の拡大を図っております。

　当社グループの関連する医療・高齢者福祉分野の事業環境につきましては、日本では2025年に団塊世代の全てが75

歳以上となるなど高齢化は確実に進むものの、社会保障費の伸びが課題となっております。一方、医療施設・高齢者

施設においては、看護・介護スタッフの負担を軽減するための製品・システムや、高度急性期分野等への投資が拡大

するものと見込まれます。在宅介護市場においては、政府は「病院から在宅へ」という基本方針の下、在宅で医療・

介護を受ける環境を整える方策を打ち出しており、今後の市場拡大が期待されます。

　海外においては、アジア地域を中心として経済成長と共に医療インフラの充実が見込まれ、中国等では将来的には

わが国よりも速いスピードで高齢化が進むと予想されます。他方、生産年齢人口の減少や働き方改革などを背景とし

て企業や個人が一人一人の健康に配慮する傾向や、AI・ITやデータを活用したビジネスの増加など、今後も環境が大

きく変化していくことが想定されます。

　このような事業環境のもとで、当社グループは2020年４月に10年後の2030年に向けた目指すべき姿「パラマウント

ビジョン2030」を公表いたしました。また同ビジョンに基づく中期経営計画では、2020年度から2023年度までを第Ⅰ

フェーズとし「現行ビジネスの拡大」「変革への基盤構築」「健康事業の本格化」を基本方針として、将来の企業価

値向上に向けて取り組んでおります。中長期成長に向けた戦略投資期間と位置づけ、システム関連投資や新規ビジネ

ス投資、設備投資を増加するなどして、数値目標は2023年度売上高890億円、営業利益120億円といたしました。当数

値目標につきましては、当連結会計年度において超過したこともあり、新たな数値目標として、第Ⅱフェーズの最終

年度2026年度の連結売上高1,200億円、営業利益170億円を公表いたしました。またESG等、環境問題や社会貢献への

取組についてもさらに強化してまいります。

　このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大により、医療施設・高齢者施設では看護・介護スタッフの負担が増加

したり、感染予防のため手術件数の減少などで医療施設の経営が影響を受けております。在宅介護の分野でも、要介

護を判定するための家庭訪問が控えられるなどで要介護認定に遅れが出ております。一部の国においては医療用ベッ

ドの需要が増加しておりますが、総じて業界を取り巻く環境は厳しさを増しております。これらの課題に対しては、

感染予防の観点から入院患者や高齢者施設の入居者の状態を非接触で把握できる製品・サービスの拡充や、オンライ

ンを活用したプロモーションや販売方法の強化など、迅速な対応を進めてまいります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

２【事業等のリスク】

　以下において、当社グループの事業展開上、リスクと考えられる主な事項を記載いたしました。当社グループはこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生を未然に防止し、かつ万が一発生した場合においても適切に対

処する所存であります。

　なお、以下の記載内容は、当連結会計年度末現在において判断したものであるとともに、当社株式への投資判断に

関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点をご留意ください。

 

(1）事業環境における制度変更等のリスクについて

当社グループの主力製品である医療・介護用ベッド（以下「ベッド」といいます。）は、医療保険制度や介護保険

制度に基づき運営されている医療施設及び高齢者施設並びに要介護の方がいらっしゃるご家庭で使用に供されるもの

であります。ベッドは、これらの公的制度のもとで公定料金（診療報酬・介護報酬）が設定されている製品ではあり

ませんが、医療保険制度又は介護保険制度等に係る制度変更や定期的な公定料金の改定の影響により、最終顧客であ

る医療施設等の設備投資が減少することも考えられるため、当社グループの事業、業績及び財政状態は、このような

制度変更等により悪影響を受ける可能性があります。なお、こうした状況に対応するため、「１　経営方針、経営環

境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、医療・介護の分野で長年培ってきた技術や知見をもとに、今後は健康の

分野でも皆さまに貢献することを新たな目標とし、取組を強化してまいります。
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(2）海外市場での事業拡大に伴うリスクについて

当社グループは、海外市場での事業拡大を戦略のひとつと位置付けております。しかしながら、海外市場において

は、国内市場では通常想定されないリスク、たとえば輸出・輸入規制の変更、技術・製造インフラの未整備や人材の

確保の難しさ等に関わるリスクも発生する可能性があると考えております。もしこうしたリスクが発生した場合、当

社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。なお、生産拠点・販売拠点の所在する

国・販売する地域における政治・経済・社会的状況や関連する規制等の情報（特に各国の環境関連規制、製品の安全

性・品質関連規制、医療機器登録関連規制等の強化、変更等）を日々収集し、必要な対応を行っています。

(3）特定の資材等の調達に伴うリスクについて

当社グループの資材等の調達については、特殊な資材等があるため、少数特定の仕入先からしか入手できないもの

や、仕入先や供給品の切替えや代替が困難なものがあります。当社グループは、そのような事態に陥らないよう努め

ておりますが、もし不可欠な資材に供給の遅延・中断があり当該資材の供給不足が生じ、タイムリーに調達できなく

なった場合、当社グループの事業、業績及び財政状態は悪影響を受ける可能性があります。

(4）製品や部品（製品等）の欠陥によるリスクについて

当社グループの製品は、品質システムに関する国際規格や各種の自社基準に基づき製造されており、当社グループ

は製品の品質管理には万全の体制を敷いており、また賠償責任保険を付保するなどの対応をとっておりますが、もし

予測し得ない製品等の欠陥が生じ、それが大規模な無償交換（リコール）につながる場合には、多大な費用負担が生

じ当社グループの社会的な信用も低下することが予想され、当社グループの事業、業績及び財政状態は悪影響を受け

る可能性があります。

(5）自然災害等によるリスクについて

地震等の自然災害又は大規模火災等により、当社グループや調達先の生産拠点に重大な損害が発生し、操業中

止、生産や出荷の遅延や減少等が発生した場合、当社グループの事業、業績及び財政状態は悪影響を受ける可能性

があります。なお、このような事態に備え、大地震等の発生を想定した事業継続計画（BCP）を策定し、安否確認シ

ステムや緊急時の連絡網を整備するとともに、定期的に訓練を行うなどの取組を行っています。

(6）新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症に対しては、当社グループでは従業員の安全を最優先に各種防止措置を講じております

が、取引先である医療機関・高齢者介護施設等から、感染拡大防止措置として製品納入の延期や営業訪問の制限など

の要請が発生しました。感染拡大が収まらないもしくは一度収束しても再度拡大した場合には、当社グループの事

業、業績及び財政状態は悪影響を受ける可能性があります。今後は、インターネットを活用した非訪問型の営業活動

や、感染症対応として非接触での見守り等に利用できる製品の強化などに取り組んでまいります。

また、(1)-(6)のリスクに対して、当社グループとしては、個々のリスクへの対応を強化するとともに、様々な角

度から事業の幅を広げ、個別のリスクにより特定の事業に影響が生じてもグループ経営の継続性への影響は軽微に留

められるよう努めてまいります。例として、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、医

療・介護の分野に加えて健康の分野に取り組むことは、事業分野別のリスクによる影響の軽減につながります。また

日本全国において事業を行うことや、日本・インドネシア・中国・インドなど複数の国で事業を大きくしていくこと

で、特定の地域や国でリスクが生じても他の地域や国での事業への影響は軽微となります。当社グループ最大の生産

拠点である千葉工場が損害を受けた場合や、感染症等で営業活動が制限されるなどのリスクに対しては、福祉用具レ

ンタル卸事業など継続的なサービスを強化していくことで、売り切り事業モデルのリスクによる影響を軽減できると

考えております。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されたこと等により持ち直しの動

きがみられたものの、下期に入り新たな変異株の拡大が確認されたことで、経済活動が再度制限されることになりま

した。また、原材料価格および物流費の高騰、半導体をはじめとする部品供給不足、さらには国際情勢の緊迫化など

により厳しい環境が続きました。

　当社グループの関連する医療・介護分野におきましては、同ウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて最前線で活

動する方々の負担の長期化が問題視されています。当社グループにおきましては、製品の提供のみならず医療施設内

におけるさまざまなサービス業務等を継続していくことで医療・介護体制の維持に貢献したいと考えております。

　当社グループは2020年４月１日付で、2030年に向けた目指すべき姿「パラマウントビジョン2030」を策定いたしま

した。「医療・介護から健康まで、すべての人に笑顔を」を掲げ、医療・介護の分野で長年培ってきた技術や知見を

もとに、健康の分野でも皆様に貢献することを目指しております。

　当連結会計年度におきましては、医療事業では国内における製品販売、レンタル・リース、メンテナンスサービス

が順調に推移いたしました。海外につきましては、中国、シンガポールを中心に売上を伸ばしました。介護事業では

介護施設向けおよび在宅介護向けの製品販売、福祉用具レンタル卸が引き続き堅調に推移しております。健康事業で

はテレビ・ラジオ・ソーシャルメディアでのプロモーション活動の強化のほか新製品の投入等の効果により他の事業

と同様に前年を上回って推移いたしました。

　製品開発におきましては2021年６月、医療施設向けベッドの主力製品「メーティスPROシリーズ」のモデルチェン

ジを行いました。また同年７月、在宅向け介護用ベッド「楽匠プラスシリーズ」に音声操作機能を追加。同年12月に

は使用される方の負担軽減と快適性を追求したベッド設置式介護リフト「エレベオ」を、2022年３月には抗ウイルス

性、耐薬品性を併せ持つ医療・介護用マットレスをそれぞれ発売いたしました。健康事業では2021年９月、医療用

ベッドの技術を応用し、ソファに座るようなリラックスした姿勢がとれる一般家庭向け電動ベッド「ＩＮＴＩＭＥ

（インタイム）３０００」を発売いたしました。さらに新サービスといたしまして同年10月、ＩＮＴＩＭＥシリーズ

購入者に対して、居室内のベッド移動や介護の相談等、生活を多方面から支援する有料サービスプランを開始いたし

ました。

　ヘルスケア分野における事業多角化の一環といたしましては2021年７月、パラマウントベッド株式会社が西日本電

信電話株式会社と共同出資を行い、データを活用したオンラインヘルスケアサービスを提供する事業会社「ＮＴＴ　

ＰＡＲＡＶＩＴＡ株式会社」を設立いたしました。両社の持つＩＣＴ技術を活用し、未病状態の発見に資するデータ

の提供を行うことで、サービスを利用される方の健康で充実した生活の維持をサポートする事業を展開してまいりま

す。

　当社グループは創業以来、社業を通じての社会貢献を目指して活動してまいりました。ＥＳＧ経営推進のためのマ

テリアリティ（重要課題）として「環境に配慮した事業活動」「すべての人が健康でいきいきと暮らせる環境づく

り」等を掲げております。当連結会計年度の新たな取り組みといたしまして、当社グループが事業展開をするインド

ネシア共和国におけるマングローブの植林活動をスタートさせました。また、パラマウントケアサービス株式会社が

取り扱うレンタル用品の梱包材の原料にバイオマスプラスチックを採用いたしました。今後も様々な取り組みを行

い、循環型社会・脱炭素社会の実現への貢献を目指してまいります。

　この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

a. 財政状態

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ99億23百万円増加し、1,642億81百万円となりました。

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ20億71百万円増加し、426億６百万円となりました。

　当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ78億52百万円増加し、1,216億75百万円となりまし

た。
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b. 経営成績

　次に当連結会計年度における主要な品目別売上高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

品目 当連結会計年度 前年度増減 (％)

ベッド 28,785 －

マットレス 5,601 －

病室・居室用家具 6,546 －

医療用器具備品 7,540 －

レンタル 25,124 －

部品等 4,340 －

その他 12,413 －

合計 90,352 －

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は903億52百万円となりました。営業利益は前期比７億57百万円増（6.5％

増）の123億40百万円、経常利益は同81百万円増（0.6％増）の135億43百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は

同４億81百万円増（5.6％増）の90億92百万円となりました。

　なお、当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日） 等を適用し

ております。これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引につ

いて、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として計上していましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払

額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しています。この結果、当該基準適用前と比較して売上高は減少

し、売上総利益率等は増加しております。そのため、当連結会計年度における当期の経営成績の状況に関する説明

は、売上高については前連結会計年度と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しております。詳

細は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 会計方針の変更」に記載のとおりであります。

　また、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、454億62百万円となりました。当連

結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、増加した資金は78億22百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益134億37百万

円、減価償却費78億98百万円等の増加と、法人税等の支払額41億87百万円、賃貸資産の増加額84億42百万円等の減少

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は２億20百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得額77

億52百万円、有形固定資産の取得額10億47百万円等による減少と、有価証券及び投資有価証券の売却額79億40百万円

等の増加によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、減少した資金は33億65百万円となりました。これは主に、配当金の支払額30億54百万円等の減少

によるものであります。
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③生産、受注及び販売の実績

　販売の実績については「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載しております。

a. 生産実績

（単位：百万円）
 

品目 当連結会計年度 前年度増減（％）

ベッド 38,697 13.5

マットレス 7,906 20.2

病室・居室用家具 4,638 18.6

医療用器具備品 3,477 17.0

その他 6,402 10.1

合計 61,123 14.5

（注）１．金額は販売価格によって表示しております。

２．当社グループはベッド関連事業の単一セグメントであるため、品目別の生産実績を記載しております。

 

b. 商品仕入実績

（単位：百万円）
 

品目 当連結会計年度 前年度増減（％）

病室用家具他 10,206 △19.3

合計 10,206 △19.3

 

c. 受注実績

 見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計

上の見積りを行っております。

　詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項」に記載しております。

 

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、医療事業においては、新型コロナウィルス感染症の影響で前連結

会計年度では病床確保のためのベッド等の需要が発生した海外においてその反動減があったものの、国内ではベッド

等の販売、レンタル・リース、メンテナンスサービスが順調に推移しました。介護事業においては、主に介護施設に

おいて見守り支援システムとして利用されているセンサー「眠りSCAN」の安定した需要と、在宅介護分野で2020年８

月に発売した「楽匠プラスシリーズ」の販売が引き続き好調であったことに加え、福祉用具レンタル卸事業の拡大等

により売上を伸ばしました。健康事業においては、テレビ・ラジオ・ソーシャルメディアでのプロモーション活動

や、医療用ベッドの技術を応用して2021年９月に発売した「INTIME3000」等の効果により売上が増加しました。製品

開発においては、「INTIME3000」のほか、医療施設向けベッドの主力製品「メーティスPROシリーズ」のモデルチェ

ンジ等が売上増に貢献しました。その結果、売上高は903億52百万円となりました。なお、当連結会計年度より、

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、前連結会計年度との正

確な比較はできませんが、単純比較では前連結会計年度比31億81百万円増（3.7％増）、実質的には約55億円増（約

６%増）となっております。

　売上総利益は、当連結会計年度後半にかけて資材高騰や円安の影響で売上原価が増加したものの、売上増とベッド

等自社製品売上割合の増加等により、前連結会計年度比25億95百万円増（6.4％増）の430億31百万円、売上総利益率

は同1.2ポイント増の47.6%となりました。なお、上記「収益認識に関する会計基準」等の影響で売上総利益率が上昇

している側面もありますが、自社製品売上割合の増加等により実質的にも上昇しております。

　営業利益は、前連結会計年度比７億57百万円増(6.5％増)の123億40百万円となりました。これは主に、売上総利益

が前連結会計年度と比べて25億95百万円増加したことに対し、販売費及び一般管理費が人件費や売上増に伴う運送費

等の増加と中長期的成長に向けた戦略投資を強化したものの、前連結会計年度と比べて18億37百万円増（6.4％増）

と売上総利益の増加以内に収まったことによるものです。

　経常利益は、投資事業組合運用益が減少したものの、営業利益及び為替差益の増加等により、前連結会計年度比81

百万円増（0.6％増）の135億43百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、同4億81百万円増（5.6％増）の90億92

百万円となりました。

　当社の経営成績に重要な影響を与える要因としては，「第２ 事業の状況　２ 事業等のリスク」に記載のとおりで

あります。

　当社の資本の財源については、将来の事業拡大に向けた設備等への投資は、事業活動の結果獲得した利益剰余金を

充当することを基本としつつ、財務状況や金融市場の状況を勘案しながら機動的な政策を取ることとしております。

内部留保については、急激な事業環境の変化への備えとして充実した自己資本を維持し、利益処分は、株主還元と将

来の事業拡大に向けた投資および内部留保を勘案した上で実施しております。

　資金の流動性については、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、454億62百万円となりました。この現金及

び現金同等物の過半は円建てであり、当連結会計年度末の流動負債（253億87百万円）の返済に必要な流動性を十分

に満たしていると認識しております。

　経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、１株当たり当期純利

益（EPS）を重視しております。これは、本来の事業活動により得た利益や事業成長の結果が反映されやすく、かつ

配当金など株主還元の原資でもあり、株主の皆様にとって理解しやすい指標であると認識しております。
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４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　当社グループの研究開発活動は、「先進の技術と優しさで、快適なヘルスケア環境を創造します。」という企業理

念に基づき、中核子会社であるパラマウントベッド株式会社 技術開発本部の研究開発部、要素技術部、開発部、デ

ザイン部、IBSソリューション開発部の合計５部門と睡眠研究所が担当しております。なお、役割分担の概要は以下

のとおりです。

　研究開発部は、医療・介護・健康等の分野での、新技術の調査・先行開発、機械学習などの解析技術開発・評価を

行っております。要素技術部は、制御回路・センサー・組込みソフト・通信/ネットワーク・アプリケーション等、

電装システム関連の製品/サービスの先行開発及び技術開発を行っております。開発部は、国内外の医療看護現場や

介護現場の問題解決やニーズに対応した製品開発及び床ずれ防止や快適な睡眠を提供するためのマットレスの開発を

行っております。デザイン部は、ユーザー視点に立った安全で使い勝手の良いデザイン開発、ブランディングに関わ

るデザイン監修を行っております。IBSソリューション開発部は主に医療分野のベッドサイドケア業務を支援するソ

リューションの企画・設計・開発・導入・保守を行っております。睡眠研究所は、睡眠に関する研究、および要素技

術の開発、睡眠に関する製品の評価、情報収集・発信を行っております

 

　当連結会計年度の研究開発費は1,697百万円であり、主な成果は以下のとおりであります。

 

（１）在宅向け介護用ベッド「楽匠プラスシリーズ」に音声操作機能を追加

　2021年７月、在宅向け介護用ベッド「楽匠プラスシリーズ」のスマートフォンアプリに、指先によるボタン操作が

難しい方でも音声などの情報をもとにベッドを操作できる機能を追加いたしました。身体が不自由な方の身体機能に

応じた社外製の操作スイッチとの連携も可能です。

 

（２）医療・介護で培った技術を健康のために応用した一般家庭向けベッド「INTIME3000」

　高い機能性とデザイン性に加えベッド上での快適性を追求した一般家庭向け電動ベッドブランド「INTIME」シリー

ズから、ソファに座るようなリラックスした姿勢をとれる背上げ機構を搭載した「INTIME3000」を2021年９月に発売

いたしました。背を上げるとベッド全体を足先側が低くなるように傾斜することで、従来の電動ベッドで背上げをし

た時の座位姿勢に比べて足先が下がるため、ソファに座っている姿勢に近い、よりリラックスした姿勢がとれます。

　また、「INTIME3000」は、身体に非装着でベッド上にいる方の心拍・呼吸・体動の測定ができ、眠りの状態を見守

るセンサー「Active Sleep ANALYZER」を搭載できます。日々の睡眠状況の確認やベッドの操作・設定等をスマート

フォンアプリで行えるほか、眠ったことを検知してベッドを水平にし、設定した起床時刻になるとベッドの背を上げ

ることで覚醒を促す「眠りの自動運転」機能の利用が可能になります。

 

（３）新興国の付加価値を求める病院に向けた医療用電動ベッド「Qualitas Nx シリーズ」

　新興国向けの医療用電動ベッド「Qualitas Nx シリーズ」（クオリタス　エヌ　エックス）を2021年10月に発売い

たしました。ベッドからの転落リスクを生むベッド側面のすき間をなくした全面サイドレール形状を採用して安全性

の向上を図ったほか、腹部の圧迫軽減などを実現した背上げ動作機構、シンプルながらも優美さと高級感を兼ね備え

たデザイン、販売先国の嗜好に合わせた柄や色合いのデザインシートの用意など、機能性とデザイン性を向上いたし

ました。

 

（４）ベッド設置式介護リフト「エレベオ」

　当社の在宅介護向けベッドに組み付ける設置式リフト「エレベオ」を、2021年12月に発売いたしました。ベッドと

の間で生じるすき間のリスクを低減したほか、リフトとベッドを１つのリモコンで操作できるなど、ベッドとリフト

を共に自社開発しているからこそ可能な安全性と利便性を最大化したリフトになっております。

 

（５）感染対策に配慮した抗ウイルスタイプのマットレスを追加

　体圧分散性と動きやすさの使い分けが可能なリバーシブルマットレス「エバーフィットC３」と、静止型では最高

レベルの体圧分散性能とずれ軽減機能で床ずれ予防をサポートするマットレス「エバープラウド」に、抗ウイルスカ

バーモデルを追加し、2022年３月に販売を開始いたしました。抗ウイルス加工が施されたマットレスカバーは、カ

バーに付着したウイルスを、抗ウイルス成分によって減少させます。また、本マットレスのカバーは、高濃度の次亜

塩素酸ナトリウムやアルコールで消毒しても抗ウイルス性が保たれます。清拭消毒によるメンテナンス性と抗ウイル

ス性を両立いたしました。
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（６）ユニットを共通化した在宅向け介護用ベッド「クオラONE」

　2022年３月、在宅介護用電動ベッド「クオラONE」を全国発売いたしました。在庫管理効率を向上するためにベッ

ド本体を構成するユニットを共通化するとともに、組立時の配線の簡素化などの貸与事業者のメリットとなる構造の

改善を図りました。また、背上げ動作を改善して圧迫感・ずれを軽減したほか、ベッドとスマホアプリの連携による

利便性向上など、利用者向けの機能アップを行いました。

 

※「クオラONE」「楽匠プラスシリーズ」「エレベオ」「INTIME」「Active Sleep」「眠りの自動運転」「エバー

フィット」「エバープラウド」「Qualitas Nx」は、パラマウントベッド株式会社、またはグループ会社の登録商標

です。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループが当連結会計年度に実施した設備投資の主な内容は、次のとおりであります。

パラマウントベッド株式会社での工場増設に伴う設備導入416百万円、本社改修工事236百万円等であります。

以上の結果、当連結会計年度の設備投資は、総額1,822百万円となりました。

なお、当連連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

 

2022年３月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地）

セグメン
トの名称

設備の内容
帳簿価額（百万円）  

建物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

リース
資産

賃貸
資産

その他 合計
従業員
数(名)

提出会社
本社

（東京都江東区）

ベッド

関連事業

事業所

設備
112 － － － － 99 211

12

(1)

 

(2）国内子会社

2022年３月31日現在
 

会社名
事業所名
(所在地）

セグメン
トの名称

設備の内容
帳簿価額（百万円）  

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

リース
資産

賃貸
資産

その他 合計
従業員
数(名)

パラマウント

ベッド

株式会社

千葉工場

（千葉県山武市）

他　１工場

ベッド

関連事業

ベッド・

病室用家

具等生産

設備

1,910 941
1,680

(100,275)
－ － 103 4,634

313

(39)

同上
本社

（東京都江東区）
同上

統括業務

設備、研

究開発設

備及び販

売設備

2,212 2

387

(1,588)

[4,138]

－ － 483 3,086
360

(30)

同上

大阪支店

（大阪市西区）

他　７支店

同上 販売設備 2,977 0
3,492

(8,151)
－ － 33 6,503

253

(15)

同上

カスタマーサポー

トセンター

（千葉県船橋市）

同上
その他の

設備
88 －

1,925

(2,735)
－ － 0 2,014

－

(－)

パラテクノ

株式会社

本社

（東京都文京区）
同上

統括業務

設備
67 －

342

(635)
－ － 2 412

61

(17)

同上

カスタマーサポー

トセンター

（千葉県船橋市）

他　12事業所

同上

医療福祉

用ベッド

のメンテ

ナンス設

備等

0 0 － 1,454 4,125 20 5,600
868

(626)

パラマウン

トケアサー

ビス株式会

社

本社

（東京都墨田区）
同上

統括業務

設備
40 － － － － 50 90

67

(－)

同上

千葉大平メンテナ

ンスセンター

（千葉県山武市）

他　66事業所

同上

レンタル

用福祉用

具及びそ

れらの管

理設備等

890 138
－

[107,474]
－ 21,917 166 23,113

1,143

(758)
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　(3）在外子会社

2022年３月31日現在
 

会社名 主な所在地
セグメ
ントの
名称

設備の内容
帳簿価額（百万円）  

建物及び
構築物

機械装置及
び運搬具

土地
（面積㎡）

リース
資産

その他 合計
従業員
数(名)

パラマウントベッド

アジア パシフィッ

ク

シンガポール共

和国ラッフルズ

プレイス

ベッド

関連事業

統括及び販

売設備
－ －

－

[69.86]
48 0 48

13

(－)

PT.パラマウント

ベッド インドネシ

ア

インドネシア

共和国

ブカシ県

同上

ベッド・病

室用家具等

生産設備

114 13
－

[30,420]
0 64 192

339

(103)

八楽夢床業(中国)

有限公司

中華人民共和国

江蘇省無錫市
同上

ベッド・病

室用家具等

生産設備

273 196
－

[56,860]
－ 160 630

173

(－)

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

２．上記中、土地欄の[外書]は、連結会社以外からの賃借設備[面積㎡]であります。

３．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員数であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

 

　(2）重要な改修

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

パラマウントベッドホールディングス株式会社(E25664)

有価証券報告書

17/90



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 252,000,000

計 252,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2022年３月31日）

提出日現在発行数
(株）

（2022年６月29日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 61,754,974 61,754,974

東京証券取引所

市場第一部（事業年度末現在）

プライム市場（提出日現在）

　完全議決権株式で

あり、権利内容に何

ら限定のない当社に

おける標準となる株

式です。

　なお、単元株式数

は100株です。

計 61,754,974 61,754,974 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年４月１日

（注）
30,877,487 61,754,974 － 4,207 － 49,877

（注）　株式分割（１：２）によるものであります。
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（５）【所有者別状況】

       2022年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数

（人）
－ 22 24 115 192 4 9,970 10,327 －

所有株式数

（単元）
－ 136,993 5,268 138,769 149,188 10 186,651 616,879 67,074

所有株式数

の割合

（％）

－ 22.21 0.85 22.50 24.18 0.00 30.26
 

100.00

 

－

（注）１．自己株式3,606,342株は「個人その他」に36,063単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ20単元

及び34株含まれております。

 

（６）【大株主の状況】

  2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町２－11－３ 9,063 15.59

株式会社シートック 東京都港区西麻布４－20－６ 5,642 9.70

有限会社レッジウッド 東京都港区南麻布４－９－22 4,146 7.13

木村通秀 東京都港区 1,822 3.13

木村恭介 東京都港区 1,819 3.13

木村憲司 東京都港区 1,797 3.09

木村友彦 東京都港区 1,755 3.02

THE BANK OF NEW YORK MELLON

(INTERNATIONAL) LIMITED 131800

　(常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部)

２－４, RUE EUGENE RUPPERT, L－2453

LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

（東京都港区南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

1,648 2.83

株式会社ワイズライト 東京都港区西麻布４－20－６ 1,375 2.37

株式会社シオン 東京都港区南麻布４－９－22 1,375 2.37

計 － 30,445 52.36

（注）2021年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール　エルエルシーが

2021年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年３月31日現在

における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

　なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者               エフエムアール　エルエルシー

住所                     245 Summer Street,Boston,Massachusetts 02210, USA

保有株券等の数           株式 2,247,832株

株券等保有割合           3.64％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,606,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 58,081,600 580,816

　完全議決権株式で

あり、権利内容に何

ら限定のない当社に

おける標準となる株

式です。

　なお、単元株式数

は100株です。

単元未満株式 普通株式 67,074 －
　１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数  61,754,974 － －

総株主の議決権  － 580,816 －

（注）「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が20個含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

パラマウントベッド

ホールディングス株式会社

東京都江東区東砂

２－14－５
3,606,300 － 3,606,300 5.84

計 － 3,606,300 － 3,606,300 5.84
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 496 998,557

当期間における取得自己株式 62 126,976

（注）当期間における取得自己株式には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己

株式
－ － － －

合併、株式交換、株式交付、

会社分割に係る移転を行った

取得自己株式

－ － － －

その他

（譲渡制限付株式報酬として

の自己株式の処分）

23,934 46,551,630 － －

保有自己株式数 3,606,342 － 3,606,404 －

（注）１．当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

２．当事業年度における「その他（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）」は、2021年７月29日に実施

した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
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３【配当政策】

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策と位置づけており、株式公開以来業績の向上に対

応して１株当たりの配当金の増額に努めるとともに、株式分割や記念配当など、積極的に実施してまいりました。

　配当金額については、将来の急激な事業環境の変化に備え財務体質を強固にするため内部留保の充実は継続する

一方、企業価値の持続的な向上を目指し事業投資を強化するとともに、株主の皆様に成長を共に実感いただける配

当政策のもと、金額を決定しております。

　具体的には、2020年度から2023年度までの中期経営計画においては、純資産配当率2.7％及び配当性向30％を目安

として、安定配当を目指してまいります。

　当連結会計年度の配当につきましては、安定的、継続的な利益還元の観点から、期末配当は１株当たり29円と

し、年間配当金については１株当たり55円の配当を実施いたしました。これにより、純資産配当率2.7％、配当性向

35.2％（いずれも連結ベース）という結果になりました。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、中間配当・期末配当とも、取締役会であります。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円）１株当たり配当額（円）

2021年10月29日
1,511 26

取締役会決議

2022年５月27日
1,686 29

取締役会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　当社は、法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、企業の社会的責任を意識した企業倫理を確立・維持

し、また、変動する社会環境、経営環境に迅速に対応できる経営上の意思決定の体制と経営の健全性の維持・向上と

を両立することによって、当社の企業価値を最大化することを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけており

ます。

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　コーポレート・ガバナンスの充実の目的は、経営の合理性、適法性や透明性の向上・徹底等を図ることを通じ

て、企業価値を高め、企業の社会的責任を果たすことです。今後も、コーポレート・ガバナンスの充実を当社グ

ループ全体の経営上の最重要課題のひとつとして位置づけ、次の基本方針に沿って積極的に取り組んでまいりま

す。

１．株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

２．株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

３．会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

４．独立社外取締役との連携により、客観的な立場からの助言や、各ステークホルダーの意見等の反映を通じ、

取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。

５．中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　会社の機関・内部統制の関係図

ａ．取締役会は、原則として毎月１回開催し、法令で定められた事項や経営上重要な事項について議論し迅速な

意思決定を行います。

　構成員については、「（２）役員の状況 ①　役員一覧」をご参照ください。

 

ｂ．監査等委員会の目的については「（３）監査の状況 ①　監査等委員監査及び内部監査の状況」を、構成員

については「（２）役員の状況 ①　役員一覧」を、それぞれご参照ください。
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ｃ．取締役候補の指名及び監査等委員を除く取締役（以下「取締役」といいます。）の報酬等に係る取締役会の

機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の

任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。

　指名・報酬諮問委員は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任（株主総会決議事項）、代表取締

役及び役付取締役の選定及び解職、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針、取締役の報酬等、その他

取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

　指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議で選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外

取締役とします。

 

ｄ．意思決定及び業務執行の迅速化を図るため、経営機構改革の一環として、執行役員制を導入しております。

執行役員は２名で構成されております。

 

ｅ．当社及び連結子会社の取締役及び執行役員等で構成されたグループ経営会議を、原則として毎月１回開催し

ております。毎回さまざまな経営課題を幅広く取り上げ活発な議論を行い、経営活動の最適化を図っておりま

す。

 

ｆ．社長直属の内部監査室（室長及び構成員３名）が、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社を含めた全

部門を対象に業務監査及び会計監査を計画的に実施しております。監査の実効性を確保するため、改善事項を

指摘された被監査部門は、改善の進捗状況を定期的に報告する義務があります。

 

ｇ．当社における内部統制部門とは、主に企業倫理室及び財務部をいいます。企業倫理室は、社内の各部署と連

携しながらコンプライアンス推進のための諸政策を実施しております。また、会社としての企業倫理の基本姿

勢等を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む『企業倫理ガイドブック』を配布し、社員の啓発・

指導を行っております。また、業務の適法性についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っておりま

す。一方、財務部は、財務報告に係る内部統制についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っておりま

す。

 

③　企業統治に関するその他の事項

　当社は、全社的なリスク管理体制の強化を目指し、リスク管理基本規程を制定し、個々のリスクごとに責任部

署を定めリスク管理を行っております。万一重大なリスクが発生したとき、もしくは発生するおそれがある場合

には、同規程に基づき、原則として代表取締役社長を対策本部長とした緊急対策本部を直ちに招集します。必要

に応じて外部の専門家（顧問弁護士・税理士等）の指導助言を受けるとともに、迅速な対応を行うことで被害の

最小化に努めるとともに、再発防止の対策を講じる体制をとっております。

 

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任につ

いて、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

 

⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員等の職務を起因とする争訟費用及び第三者・

会社に対する損害賠償金・和解金を被保険者が負担した際に、その損害を一定の範囲で当該保険契約により填補

することとしております。

　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役並びに執行役員であり、全ての被

保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

⑥　監査等委員会設置会社への移行

　当社は、取締役会の監督機能を一層強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る

ため、2016年６月29日開催の定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行

いたしました。
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⑦　取締役の定数

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は12名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨

定款で定めております。

 

⑧　取締役の選任及び解任の決議要件

　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款で定めています。また、解任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

ものと定めています。

 

⑨　株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議

要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑩　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、株主

への機動的な利益還元等を行うことを目的とするものであります。

 

⑪　自己の株式の取得

　当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑫　取締役の責任免除

　当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠っ

たことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める範囲内で、

取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役会長 木村　恭介 1950年９月20日生

1979年４月　パラマウントベッド株式会社入社

1979年８月　同社取締役就任

1982年10月　当社取締役就任

1987年９月　パラマウントベッド株式会社常務取締役就

任

1991年４月　同社専務取締役就任

1997年４月　同社代表取締役副社長就任

2009年４月　パラマウントベッド株式会社代表取締役社

長就任

2011年２月　当社代表取締役社長就任

2020年４月　当社代表取締役会長就任(現任)

2020年４月　パラマウントベッド株式会社代表取締役会

長就任(現任)

(注)３ 1,819

代表取締役社長 木村　友彦 1977年７月17日生

2008年４月　パラマウントベッド株式会社入社

2010年６月　同社執行役員事業戦略本部副本部長

2011年４月　同社執行役員国際事業本部長

2011年10月　当社執行役員

2014年６月　当社上席執行役員

2015年６月　パラマウントベッド株式会社取締役就任

2016年４月　同社常務取締役就任

2018年６月　当社常務取締役就任

2019年６月　当社専務取締役就任

2019年６月　パラマウントベッド株式会社専務取締役就

任

2020年４月　当社代表取締役社長就任(現任)

2020年４月　パラマウントベッド株式会社代表取締役社

長就任(現任)

(注)３ 1,755

常務取締役 佐藤　泉 1958年３月24日生

1980年４月　パラマウントベッド株式会社入社

2009年４月　同社執行役員営業本部長

2010年６月　同社取締役就任　営業本部長

2011年10月　当社取締役就任

2013年６月　当社常務取締役就任

2013年６月　パラマウントベッド株式会社常務取締役就

任　営業本部長

2015年４月　当社常務取締役企画部長

2015年４月　パラマウントベッド株式会社常務取締役

2015年10月　当社常務取締役（現任）

2020年４月　パラマウントベッド株式会社常務取締役経

営企画本部長(現任)

(注)３ 16

取締役

総務部長
八田　俊之 1961年12月21日生

1984年４月　パラマウントベッド株式会社入社

2011年６月　同社執行役員人事部長　兼　広報・IR部長

2011年10月　当社執行役員人事部長　兼　広報・IR部長

2018年６月　当社執行役員総務部長　兼　人事部長

2018年６月　パラマウントベッド株式会社執行役員管理

本部長

2019年６月　当社取締役就任　総務部長　兼　人事部長

（現任）

2019年６月　パラマウントベッド株式会社取締役就任　

管理本部長（現任）

(注)３ 6
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

財務部長 兼 システム部長
木村　陽祐 1980年10月10日生

2013年４月　パラマウントベッド株式会社入社

2015年６月　同社執行役員技術開発本部副本部長

2017年４月　同社執行役員技術開発本部長

2017年６月　同社取締役就任　技術開発本部長

2018年４月　同社取締役財務システム本部長(現任)

2019年６月　当社執行役員財務部長兼システム部長

2020年６月　当社取締役就任　財務部長　兼　システム

部長(現任)

(注)３ 743

取締役

（監査等委員）
大内　健司 1959年１月12日生

1982年４月　パラマウントベッド株式会社入社

2009年４月　同社執行役員財務システム本部長

2011年10月　当社執行役員財務部長

2022年６月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

2022年６月　パラマウントベッド株式会社監査役就任

（現任）

(注)４ －

取締役

（監査等委員）
岡　ゆかり 1963年４月26日生

1995年３月　最高裁判所司法研修所修了

1995年４月　弁護士登録

2007年６月　パラマウントベッド株式会社社外監査役就

任

2011年４月　当社社外監査役就任

2015年６月　当社社外取締役就任

2016年６月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ －

取締役

（監査等委員）
佐藤　正樹 1947年９月17日生

1973年６月　監査法人西方会計士事務所（現　有限責任

監査法人トーマツ）入所

1976年３月　公認会計士登録

1986年11月　同監査法人社員

1993年７月　監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人

トーマツ）代表社員

2015年６月　当社社外監査役就任

2016年６月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ －

取締役

（監査等委員）
後藤　芳一 1955年10月30日生

1980年４月　通商産業省（現　経済産業省）入省

2003年８月　経済産業省　産業技術環境局標準課長

2004年６月　同省中小企業庁技術課長

2008年７月　同省製造産業局次長

2010年４月　同省大臣官房審議官（製造産業局担当）

2012年10月　東京大学大学院　工学系研究科　マテリア

ル工学専攻　特任教授

2015年６月　当社社外取締役就任

2017年10月　一般財団法人機械振興協会副会長　技術研

究所長（現任）

2018年６月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ －

計 4,341

（注）１．取締役木村陽祐は、代表取締役会長木村恭介の子です。

２．取締役岡ゆかり、取締役佐藤正樹、取締役後藤芳一は、社外取締役です。

３．任期は、2023年６月29日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

４．任期は、2024年６月29日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
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②　社外取締役の状況

　当社は、取締役９名のうち、社外取締役３名（うち監査等委員３名）で構成しております。それぞれの社外取

締役が、一般株主との利益相反の恐れのない独立性を有しており、当社とも、人的関係、資本的関係、又は取引

関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役がもつ豊富な経験と幅広い見識や、財務的、法務的な専門性を活かし、取締役の業務執行に

対し、中立的、客観的立場から適正な監査・監督機能を十分に果たしております。

　当社は、社外取締役の存在は、当社グループの経営体制の強化とともに、コンプライアンス体制の充実に寄与

するものと考えており、それゆえ現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用し、また、さらなる体制の充実を

すすめております。

　岡ゆかり氏は、弁護士として培われた専門的知識と高い見識を有しておられ、当社のコンプライアンス経営

や、コーポレート・ガバナンス体制の強化にその見識を活かしていただくため、監査等委員である社外取締役と

して選任いたしました。

　佐藤正樹氏は、公認会計士としての資格を有しており、長年にわたる会計監査経験に基づく高い見識を当社の

コーポレート・ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたし

ました。なお、同氏は公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相当程度の知見を

有するものと考えております。

　後藤芳一氏は、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、ま

た、産学連携や研究分野における豊富な経験と、幅広い知見を有しておられることから、その知見を当社の経営

とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として

選任いたしました。

　社外取締役を選任するにあたっては、人格・見識に優れ、出身分野における豊富な経験や実績を有するととも

に、高い倫理観を有する人物であることを基本的な要件としております。それに加え、会社法に定める社外取締

役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たしていることを要件としております。

　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携につき

ましては、社外取締役全員が監査等委員であることから、「（３）監査の状況 ①　監査等委員監査及び内部監

査の状況 ｃ．監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携」をご参照ください。
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（３）【監査の状況】

①　監査等委員監査及び内部監査の状況

ａ．監査等委員監査の組織、人員、手続及び活動状況

　監査等委員会は、監査等委員４名（うち社外取締役３名）で構成し、原則として毎月１回開催しておりま

す。また、監査等委員会が定めた監査方針、業務分担及び年度計画に基づき、次の事項等により厳正な監査を

実施しております。すなわち、①業務及び財産の状況について事業所の実地監査を行う、②経営会議などの重

要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる、③取締役等から営業報告を聴取したり、重要書類を閲覧した

りする。

　なお、監査等委員佐藤正樹氏は、公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相

当程度の知見を有するものと考えております。

　当連結会計年度において監査等委員会は10回開催されました。各監査等委員とも、そのすべてに出席し、取

締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。当連結会計年度にお

いては、主として1)国内・海外事業における内部統制システムの整備・運用状況について、2）新型コロナウ

イルス感染拡大に伴う業績等への影響について、3)会社情報の適正開示について、を重点監査項目として取り

組みました。

　常勤監査等委員は、他の監査等委員との間で職務を分担し、経営会議などの重要な会議に出席しておりま

す。また、重要書類を閲覧し、また必要に応じて取締役や執行部門等から営業報告の聴取を行い、業務執行の

状況等を監査しております。

 

ｂ．内部監査の組織、人員及び手続

　社長直属の内部監査室（３名）が、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社を含めた全部門を対象に業

務監査及び会計監査を計画的に実施しております。監査の実効性を確保するため、改善事項を指摘された被監

査部門は、改善の進捗状況を定期的に報告する義務があります。

 

ｃ．監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携

　監査等委員会は、内部監査室から監査計画、結果の報告を受け、意見交換を実施しております。また、会計

監査人による監査の報告会にて問題の共有化を図るとともに、必要に応じて監査等委員会・内部監査室の合同

監査も実施しております。

　さらに、会計監査人から監査の計画、結果について説明を受け、随時情報交換や意見交換を実施しておりま

す。

　監査等委員会及び内部監査室は、内部統制部門と定期的に情報の共有を図り、監査の実効性を高めておりま

す。

　社員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに社内及び社外の担当窓口（社内の担当窓口は

企業倫理室）に通報する体制が構築されており、通報を受けた企業倫理室は、当該問題を調査するとともに、

関連部署と協議した上で、再発防止策を含む適切な措置を講じる体制を構築しております。通報を受けた内容

が、重大な法令違反又は会計上問題となる事項の場合は、監査等委員会へ報告することとなっております。

　当社における内部統制部門とは、主に企業倫理室及び財務部をいいます。企業倫理室は、社内の各部署と連

携しながらコンプライアンス推進のための諸施策を実施しております。また、会社としての企業倫理の基本姿

勢等を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む『企業倫理ガイドブック』を配布し、社員の啓発・

指導を行っております。さらに、業務の適法性についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っておりま

す。一方、財務部は、財務報告に係る内部統制についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っておりま

す。

　また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門で構成する４者合同会議を年に１回程度開

催し、情報交換や意見交換を行い、情報の共有や相互連携に努めております。
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②　会計監査の状況

ａ．会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ
 

ｂ．継続監査期間

2011年以降

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

山本　道之

古川　真之

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他５名であります。

 

ｅ．会計監査人の選定方針と理由

　会計監査人を新たに選定する際は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等

の実務指針 第２部」に準拠し、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見

積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。

　上記を踏まえ、会計監査人としての実績、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業へ

の理解度や海外における監査体制等を勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定して

おります。

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ、監査業務に重

大な支障をきたすと判断したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定いたします。ま

た、当社の会計監査人であることにつき支障があると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出

する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。

 

f．監査等委員会による監査法人の評価

　監査等委員会は、会計監査人の評価基準及び選定基準を定めており、当該基準に基づき会計監査人の評価を

行っております。直近１年間の評価内容をもとに、監査等委員会において会計監査人を再任又は不再任とする

旨の決議を行うこととしております。
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③　監査報酬の内容等

 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 35 31 35 －

連結子会社 21 17 21 2

計 56 49 56 2

（前連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、基幹システムの刷新

に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。

　また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、管理会

計領域の業務再構築に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。

（当連結会計年度）

　連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、内部統制に係

るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte）に対する報酬（ａ．を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － 4 － 4

連結子会社 2 12 3 9

計 2 17 3 14

　当社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払って

おります。

　また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対

価を支払っております。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

　当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人と協議し、その監査内容、監査日

数等について当社の規模、業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査日数に応じた報酬額について、

決定することとしております。

 

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第１項の同

意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切

であるかどうかについて必要な検証を行ったことによります。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を定めており、その

概要は次のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることを

目指し、役位に応じた報酬テーブルに基づく基本報酬、各連結会計年度の売上高や利益額といった業績要素を加

味した賞与、及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての非金銭報酬により構成し、個々の取締

役の報酬の決定に際しては、経営に対する責任の範囲・大きさ等を踏まえて適切な水準とすることを基本方針と

しております。

また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみ

を支払うこととしております。

非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一

層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の業務執行取締役その他当社取締役会の定める地

位のいずれの地位も喪失する日までとする譲渡制限付株式を用いた株式報酬です。

決定方針の決定に際しては、事前に指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会で決定す

るとともに、報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会にお

いて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。

取締役（監査等委員を除く。）の金銭報酬の限度額は、2016年６月29日開催の第34回定時株主総会において、

年額５億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点

の取締役（監査等委員を除く。）の員数は７名（うち社外取締役１名）です。

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の非金銭報酬の限度額は、2021年６月29日開催の第39回定時株

主総会において、年額２億円以内、かつ年100,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時

点の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の員数は５名です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第34回定時株主総会において、年額１億円以

内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役２

名）となります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役

社長木村友彦がその具体的内容について委任を受けるものとしております。

その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会で決議した取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の算定方法に

則り、取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額の範囲内において決定しております。

取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬の決定については、全体的な業績を俯瞰した上で各取締役の報

酬等の評価を実施するという観点から、取締役会で決議した算定方法の範囲内において、代表取締役社長に委任

しております。

なお、委任する権限が適切に行使されるようにするための措置として、算定方法の決定にあたっては、事前に

指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会において決定するとともに、報酬にかかる株主

総会における意見陳述権行使のための検討プロセスを通じて、監査等委員会において独立社外取締役の適切な関

与・助言を得ることとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会

はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監査等委員会での協議

を経て決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる

役員の員数（人）
基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
239 192 － 47 5

取締役（監査等委員）

（社外取締役を除く。）
21 21 － － 1

社外取締役 32 32 － － 3

（注）１．　取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．　上記の基本報酬の総額には、以下のものが含まれております。

　当連結会計年度における役員賞与引当金繰入額15百万円（取締役（監査等委員を除く。）３名（うち

社外取締役０名）に対し15百万円）。

３．　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しておりま
す。

 

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方
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　当社グループは、投資株式について株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として

保有する株式を純投資目的の投資株式としております。

　一方で、純投資目的以外の目的で保有する株式を政策保有株式としており、保有の合理性が認められる場合に

限り保有いたします。保有の合理性が認められる場合とは、当社グループが事業活動を行っていく上で取引関係

の維持や強化等の面で必要性があること、また株式の発行会社の株価動向や企業業績等を検証し、保有に伴うリ

スク面やリターン面を踏まえ、採算性も考慮した上で、合理的であると判断できる場合をいいます。これらの要

件を満たさなくなったと取締役会で判断した場合は、その保有を適宜縮減いたします。

　また、同株式に係る議決権行使は、その議案が株式の発行会社の中長期的な企業価値の向上、株式の価値の

向上に資するかどうかという観点と、当該株式の保有の目的とも照らしつつ、適切に行使いたします。

 

②　当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会

社）であるパラマウントベッド株式会社の保有状況については以下のとおりであります。

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における

検証の内容

純投資以外の目的で保有する株式は非上場株式のため該当なし

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 14 707

非上場株式以外の株式 － －

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

　該当なし

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 21

非上場株式以外の株式 － －

 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

　前事業年度

純投資以外の目的で保有する株式は非上場株式のため該当なし

　当事業年度

純投資以外の目的で保有する株式は非上場株式のため該当なし

みなし保有株式

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし

 

EDINET提出書類

パラマウントベッドホールディングス株式会社(E25664)

有価証券報告書

33/90



 

(ロ)保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 2 0 2 0

非上場株式以外の株式 4 259 5 342

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 1 － －

非上場株式以外の株式 8 5 142

 

(ハ)　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし

(ニ)　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし
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③　提出会社における株式の保有状況

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における

検証の内容

該当なし

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

該当なし

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし

みなし保有株式

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし

 

(ロ)保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 4 355 4 308

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 13 － 165

 

(ハ)　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし

 

(ニ)　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　前事業年度

該当なし

　当事業年度

該当なし
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2021年４月１日から2022年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツにより監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,057 39,672

受取手形及び売掛金 23,577 ※３ 23,620

リース債権及びリース投資資産 3,805 4,448

有価証券 13,305 14,397

商品及び製品 5,456 7,196

仕掛品 320 334

原材料及び貯蔵品 1,892 2,111

未収還付法人税等 44 588

その他 2,766 1,747

貸倒引当金 △83 △82

流動資産合計 86,144 94,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,045 30,881

減価償却累計額 △20,987 △21,634

建物及び構築物（純額） 9,058 9,247

機械装置及び運搬具 8,486 8,913

減価償却累計額 △7,419 △7,534

機械装置及び運搬具（純額） 1,067 1,378

土地 8,831 8,831

リース資産 3,088 3,406

減価償却累計額 △1,727 △2,105

リース資産（純額） 1,360 1,301

賃貸資産 42,537 48,614

減価償却累計額 △24,942 △29,047

賃貸資産（純額） 17,594 19,566

建設仮勘定 513 98

その他 10,610 10,635

減価償却累計額 △9,231 △9,306

その他（純額） 1,379 1,328

有形固定資産合計 39,804 41,751

無形固定資産   

のれん 133 57

その他 2,868 2,897

無形固定資産合計 3,001 2,954

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 15,636 ※１ 17,209

繰延税金資産 3,178 3,412

その他 ※１ 6,695 ※１ 5,394

貸倒引当金 △102 △476

投資その他の資産合計 25,408 25,540

固定資産合計 68,213 70,246

資産合計 154,358 164,281
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,060 12,917

短期借入金 100 －

１年内返済予定の長期借入金 74 －

リース債務 2,153 1,847

未払法人税等 2,037 2,402

賞与引当金 1,474 1,595

役員賞与引当金 25 28

その他 5,795 ※４ 6,598

流動負債合計 23,720 25,387

固定負債   

長期借入金 91 －

リース債務 4,707 4,288

繰延税金負債 4,581 5,472

退職給付に係る負債 6,662 6,807

その他 771 650

固定負債合計 16,814 17,218

負債合計 40,535 42,606

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,207 4,207

資本剰余金 51,822 51,822

利益剰余金 63,798 69,889

自己株式 △7,063 △7,017

株主資本合計 112,764 118,901

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 942 1,552

為替換算調整勘定 418 1,438

退職給付に係る調整累計額 △303 △218

その他の包括利益累計額合計 1,057 2,773

非支配株主持分 0 0

純資産合計 113,822 121,675

負債純資産合計 154,358 164,281
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

売上高 87,171 ※４ 90,352

売上原価 ※１ 46,734 ※１ 47,320

売上総利益 40,436 43,031

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 28,853 ※２,※３ 30,691

営業利益 11,582 12,340

営業外収益   

受取利息 164 166

受取配当金 177 213

受取保険金 56 50

為替差益 348 763

匿名組合投資利益 45 111

投資事業組合運用益 1,049 173

スクラップ売却益 30 75

その他 142 147

営業外収益合計 2,014 1,701

営業外費用   

支払利息 72 89

貸倒引当金繰入額 － 366

その他 62 41

営業外費用合計 135 497

経常利益 13,461 13,543

特別利益   

投資有価証券売却益 537 22

投資有価証券償還益 42 32

特別利益合計 580 54

特別損失   

投資有価証券売却損 61 24

投資有価証券償還損 5 9

投資有価証券評価損 98 14

関係会社出資金評価損 898 －

関係会社株式評価損 110 112

特別損失合計 1,174 160

税金等調整前当期純利益 12,867 13,437

法人税、住民税及び事業税 3,666 4,052

法人税等調整額 589 292

法人税等合計 4,256 4,344

当期純利益 8,611 9,093

非支配株主に帰属する当期純利益 0 0

親会社株主に帰属する当期純利益 8,611 9,092
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当期純利益 8,611 9,093

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 984 610

為替換算調整勘定 78 1,019

退職給付に係る調整額 △10 85

その他の包括利益合計 ※ 1,052 ※ 1,716

包括利益 9,664 10,809

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 9,664 10,808

非支配株主に係る包括利益 0 0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,207 51,822 58,093 △7,061 107,061

当期変動額      

剰余金の配当   △2,906  △2,906

親会社株主に帰属する当期
純利益   8,611  8,611

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 5,705 △1 5,703

当期末残高 4,207 51,822 63,798 △7,063 112,764

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の
包括利益累
計額合計

当期首残高 △42 340 △293 4 0 107,066

当期変動額       

剰余金の配当      △2,906

親会社株主に帰属する当期
純利益      8,611

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

984 78 △10 1,052 0 1,052

当期変動額合計 984 78 △10 1,052 0 6,756

当期末残高 942 418 △303 1,057 0 113,822
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当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    （単位：百万円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,207 51,822 63,798 △7,063 112,764

会計方針の変更による累積
的影響額   18  18

会計方針の変更を反映した当
期首残高

4,207 51,822 63,817 △7,063 112,783

当期変動額      

剰余金の配当   △3,052  △3,052

親会社株主に帰属する当期
純利益   9,092  9,092

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  0  46 47

その他の包括利益累計額か
ら利益剰余金への振替   30  30

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － 0 6,071 45 6,117

当期末残高 4,207 51,822 69,889 △7,017 118,901

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の
包括利益累
計額合計

当期首残高 942 418 △303 1,057 0 113,822

会計方針の変更による累積
的影響額      18

会計方針の変更を反映した当
期首残高

942 418 △303 1,057 0 113,841

当期変動額       

剰余金の配当      △3,052

親会社株主に帰属する当期
純利益      9,092

自己株式の取得      △0

自己株式の処分      47

その他の包括利益累計額か
ら利益剰余金への振替      30

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

610 1,019 85 1,716 △0 1,715

当期変動額合計 610 1,019 85 1,716 △0 7,833

当期末残高 1,552 1,438 △218 2,773 0 121,675
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 12,867 13,437

減価償却費 7,540 7,898

のれん償却額 76 76

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 362 119

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77 363

受取利息及び受取配当金 △342 △379

為替差損益（△は益） △118 △140

受取保険金 △56 △50

支払利息 72 89

投資事業組合運用損益（△は益） △1,049 △173

匿名組合投資損益（△は益） △45 △111

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △513 △21

投資有価証券評価損益（△は益） 98 14

関係会社出資金評価損 898 －

関係会社株式評価損 110 112

売上債権の増減額（△は増加） △900 234

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増

加）
△523 △159

賃貸資産の増加額 △6,922 △8,442

棚卸資産の増減額（△は増加） △605 △1,708

仕入債務の増減額（△は減少） 381 534

リース債務の支払額 △2,107 △2,098

その他 2,794 1,688

小計 12,087 11,402

利息及び配当金の受取額 343 382

利息の支払額 △72 △89

法人税等の還付額 695 314

法人税等の支払額 △2,774 △4,187

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,279 7,822

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,200 △4,300

有価証券の売却による収入 4,133 4,683

有形固定資産の取得による支出 △2,607 △1,047

無形固定資産の取得による支出 △1,115 △474

投資有価証券の取得による支出 △2,538 △3,452

投資有価証券の売却による収入 1,564 3,257

関係会社株式の取得による支出 － △485

投資事業組合等の分配収入 1,577 472

保険積立金の積立による支出 △119 △128

保険積立金の満期等による収入 201 55

貸付けによる支出 △100 △211

その他 662 1,409

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,541 △220
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △2,900 △3,054

その他 △142 △310

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,044 △3,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 52 469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,746 4,705

現金及び現金同等物の期首残高 35,009 40,756

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 40,756 ※１ 45,462
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項
　子会社8社（パラマウントベッド株式会社、パラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社、サ
ダシゲ特殊合板株式会社、パラマウントベッド アジア パシフィック、PT.パラマウントベッド インドネシ
ア、八楽夢床業(中国)有限公司、他1社)を連結の範囲に含めております。
　子会社10社(KPサービス株式会社、パラマウントベッド インディア、パラマウントベッド ベトナム、パラ
マウントベッド タイランド、パラマウントベッド メキシコ、パラマウントベッド ブラジル、他４社)は、そ
れぞれ総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな
いため、連結の範囲から除外しております。

 

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用会社はありません。

(1）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

　　　主要な非連結子会社及び関連会社の名称

KPサービス株式会社
NTT PARAVITA株式会社
パラマウントベッド インディア
パラマウントベッド ベトナム
パラマウントベッド タイランド
パラマウントベッド メキシコ
パラマウントベッド ブラジル
 

(2）持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちサダシゲ特殊合板株式会社の決算日は１月31日、八楽夢床業(中国)有限公司の決算日は

12月31日であり、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(ロ）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(ハ）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合等への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によっております。

②　デリバティブ

　原則として時価法

③　棚卸資産

(イ）商品及び製品、仕掛品、原材料

　主に総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

(ロ）貯蔵品

　最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は主に定率法、在外連結子会社は主に定額法

　ただし、当社及び国内連結子会社の1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、国内連結子会社の賃貸資産については定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
賃貸資産

３～50年
４～11年
３～８年

その他（工具、器具及び備品等） ２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社の従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社の役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。なお、当社及び一部の国内連結子会社は、簡便法を適用してお

ります。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

①　収益を理解するための基礎となる情報

　当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益

認識会計基準」という。）等を適用しており、主要な事業は、医療・介護・健康の分野により構成されて

おります。各分野において、自社製品及び他社からの仕入商品の販売並びにメンテナンス等のサービスの

提供を行っております。

　主として、自社製品は出荷した時点、仕入商品は引渡を行った時点で、それぞれ顧客が当該財に対する

支配を獲得したと考え、収益を認識しております。

　また、サービスの提供については、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しておりま

す。

　なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について

は、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。

②　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

　原則として、リース料受取時に利息相当額と元本回収額とに区分し、利息相当額は損益として処理し、

元本回収額はリース投資資産の元本回収額として処理する方法によっております。
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(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、振当処理をしているものを除き連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株

主持分に含めております。

 

(7）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却は、５年間の定額法により償却をすることとしております。

 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価格の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

 

（重要な会計上の見積り）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客

への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け

取る対価の総額を収益として計上していましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純

額で収益を認識する方法に変更しています。また、割賦販売について、従来割賦基準により収益を認識してお

りましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更し

ております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全て

の収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項ま

た書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約

変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰

余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価は2,395百万円減少しております。また、利益剰余金の当期

首残高は18百万円増加しております。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方

法により組替えを行っておりません。

　また、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関

係」注記については記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響

はありません。

　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う

ことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 

2019年７月４日）第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものにつ

いては記載しておりません。

 
 

EDINET提出書類

パラマウントベッドホールディングス株式会社(E25664)

有価証券報告書

47/90



 

（未適用の会計基準等）

　・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日　企業会計

基準委員会）

 

(1）概要

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第31号）の

2021年６月17日の改正は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討に

は、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計

上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基

準」公表後、概ね１年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

 

(2）適用予定日

　2023年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時

点で評価中であります。

 

（表示方法の変更）

　該当事項はありません。

 

（追加情報）

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

パラマウントベッドホールディングス株式会社(E25664)

有価証券報告書

48/90



 

（連結貸借対照表関係）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

投資有価証券(株式) 1,039百万円 1,421百万円

投資有価証券(その他) 184 184

その他 0 0

 

　２．偶発債務

金融機関よりの借入金に対して、次のとおり債務の保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

従業員(住宅資金借入債務) 31百万円 12百万円

 

※３．受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（2022年３月31日）

受取手形 4,454百万円

売掛金 19,166百万円

 

※４．流動負債のその他のうち、契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（2022年３月31日）

契約負債 665百万円

 

（連結損益計算書関係）

※１．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損(△は戻入益)が売上原価に

含まれております。

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　 △89百万円 196百万円

 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

運送費 3,064百万円 3,489百万円

給料手当 5,060 5,377

賞与引当金繰入額 905 986

役員賞与引当金繰入額 25 28

退職給付費用 467 517

 

※３．一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　 1,782百万円 1,697百万円

 

※４．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、全て顧客との契約から生じる収益であります。顧客との契約から生じる収益の金額は、

連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しており

ます。
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（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 2,816百万円 1,122百万円

組替調整額 △1,464 △180

税効果調整前 1,352 942

税効果額 △368 △331

その他有価証券評価差額金
984 610

為替換算調整勘定：   

当期発生額 78 1,019

組替調整額 － －

為替換算調整勘定 78 1,019

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △90 28

組替調整額 76 96

税効果調整前 △14 124

税効果額 4 △39

退職給付に係る調整額 △10 85

その他の包括利益合計 1,052 1,716

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 30,877,487 － － 30,877,487

 　　　　合計 30,877,487 － － 30,877,487

 自己株式     

 　　普通株式（注）１． 1,814,533 357 － 1,814,890

 　　　　合計 1,814,533 357 － 1,814,890

（注）１．　株式数の増加357株は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．　当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

すが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。

 

２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,453 50  2020年３月31日  2020年６月29日

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年10月30日

取締役会
普通株式 1,453 50  2020年９月30日  2020年12月２日

 

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年５月28日 

取締役会
普通株式 1,540 利益剰余金 53  2021年３月31日  2021年６月10日

（注）　当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております

が、上記１株当たり配当額は当該株式分割前の配当額を記載しております。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式（注）１．２． 30,877,487 30,877,487 － 61,754,974

 　　　　合計 30,877,487 30,877,487 － 61,754,974

 自己株式     

 　　普通株式（注）１．３．４. 1,814,890 1,815,386 23,934 3,606,342

 　　　　合計 1,814,890 1,815,386 23,934 3,606,342

（注）１．　当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。

２．　発行済株式総数の増加30,877,487株は、株式分割によるものであります。

３．　自己株式数の増加1,815,386株は、株式分割による増加1,814,890株、単元未満株式の買取による増加496

株によるものであります。

４．　自己株式数の減少23,934株は、譲渡制限付株式として自己株式処分を行ったことによるものです。

 

２．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年５月28日

取締役会
普通株式 1,540 53  2021年３月31日  2021年６月10日

（注）　当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております

が、上記１株当たり配当額は当該株式分割前の配当額を記載しております。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年10月29日

取締役会
普通株式 1,511 26  2021年９月30日  2021年12月２日

 

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年５月27日 

取締役会
普通株式 1,686 利益剰余金 29  2022年３月31日  2022年６月10日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

現金及び預金勘定 35,057百万円 39,672百万円

有価証券勘定 13,305 14,397 

計 48,363 54,069 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △124 △148 

償還期間が３ヶ月を超える証券投資信託及

び債券
△7,483 △8,459 

現金及び現金同等物 40,756 45,462 

 

（リース取引関係）

(借手側)

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

　主として、テレビシステム事業の備品類であります。

 

②　賃貸資産に含めて表示しているリース資産の内容

　主として、レンタル事業向けの福祉用具（工具、器具及び備品等）であります。

 

③　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(２)重要な減価償却資産の減価

償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

　　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

１年内 74 76

１年超 501 438

合計 575 515
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(貸手側)

①　リース投資資産の内訳

(イ) 流動資産 （単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

リース料債権部分 5,093 5,986

見積残存価額部分 － －

受取利息相当額 △1,459 △1,700

リース投資資産 3,633 4,286

 

②　リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

(イ) 流動資産 （単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース債権 56 53 51 17 6 0

リース投資資産 1,255 1,010 866 700 560 506
 

 （単位：百万円）
 

 
当連結会計年度

（2022年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース債権 44 37 26 16 6 0

リース投資資産 1,353 1,213 1,049 918 664 786
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業活動を行うために必要な運転資金及び設備投資資金については、自己資金を充当して

おります。余資につきましては、主に預金及び有価証券等の金融商品で運用しております。また、デリバティ

ブ取引につきましては、投機的な取引は一切行わない方針であります。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

　現金及び預金に含まれている外貨預金は、為替変動リスクに晒されております。

　営業債権である受取手形及び売掛金、リース債権及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

　有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクや投資先の事業リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外

貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

　リース債務は、主に賃貸資産の購入及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期間は決

算日後10年以内であります。

　デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約

取引です。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、与信限度管理規程に基づき、各取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ

ております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほと

んどないと認識しております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務

状況等を把握しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が当該案件ごとに

権限設定の定める決裁権者による承認を得て行っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社及び主要な子会社は、毎月資金繰り計画を作成・更新するとともに、相当額の手許流動性の維持などに

より、流動性リスクを管理しております。

 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）リース債権及びリース投資資

産
3,805 5,047 1,242

(2) 有価証券及び投資有価証券    

　 ① 満期保有目的の債券 200 200 0

 　 ② その他有価証券 26,771 26,771 －

　資産計 30,776 32,019 1,243

(1）長期借入金 91 91 0

(2）リース債務 6,860 6,953 92

　負債計 6,952 7,044 92

 デリバティブ取引(*3) △2 △2 －

(*1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「1年以内返済予定の長

期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ

ることから、記載を省略しております。

(*2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

区分 当連結会計年度（百万円）

 非上場株式 1,937

 投資事業組合出資金 184

 出資金 8

　 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2) 有価

証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、△で表示しております。
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当連結会計年度（2022年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）リース債権及びリース投資資

産
4,448 5,812 1,364

(2) 有価証券及び投資有価証券    

 　 　 その他有価証券 27,823 27,823 －

　資産計 32,272 33,636 1,364

(1）リース債務 6,135 6,230 94

　負債計 6,135 6,230 94

 デリバティブ取引(*3) 32 32 －

(*1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、「(2) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の

貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

 非上場株式 2,130

 出資金 8

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、△で表示しております。

(*4) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を

省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は2,463百万円であります。
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 （注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 3,366 － － －

受取手形及び売掛金 23,577 － － －

リース債権及びリース投資資

産
976 2,351 476 －

有価証券及び投資有価証券     

　満期保有目的の債券 200 － － －

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） 2,378 1,903 313 2,378

(2) その他 12,228 611 1,867 －

合計 42,727 4,867 2,657 2,378

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 3,405 － － －

受取手形 4,454 － － －

売掛金 19,166 － － －

リース債権及びリース投資資

産
1,059 2,852 536 －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） 1,735 1,601 718 1,713

(2) その他 12,750 1,833 2,069 －

合計 42,573 6,287 3,324 1,713
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 （注）２．借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

 借入金 174 43 18 14 15 －

 リース債務 2,153 1,650 1,138 714 485 719

合計 2,328 1,693 1,156 728 501 719

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

 リース債務 1,847 1,345 928 707 552 753

合計 1,847 1,345 928 707 552 753

 

 

３．　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 781 － － 781

　　社債 － 5,012 － 5,012

　　その他 － 2,133 － 2,133

デリバティブ取引     

　通貨関連 － 32 － 32

資産計 781 7,178 － 7,959

（注）投資信託の時価は上記に含めておりません。これらの連結貸借対照表計上額は19,896百万円になります。
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(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債権及びリース投資資産 － 5,812 － 5,812

資産計 － 5,812 － 5,812

リース債務 － 6,230 － 6,230

負債計 － 6,230 － 6,230

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

　有価証券及び投資有価証券

　　上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場におけ

る相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

 

　リース債権及びリース投資資産

　　これらの時価は、元利金の合計額を、当該債権の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

　デリバティブ取引

　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の

時価に分類しております。

 

　リース債務

　　これらの時価は、元利金の合計額を、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2021年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 200 200 0

(3）その他 － － －

小計 200 200 0

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 200 200 0

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

　該当事項はありません。
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２．その他有価証券

前連結会計年度（2021年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 748 375 372

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 3,324 3,166 158

③ その他 816 803 12

(3）その他 7,286 6,213 1,072

小計 12,175 10,559 1,616

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 50 70 △19

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 1,609 1,626 △17

③ その他 2,171 2,200 △28

(3）その他 10,764 10,991 △226

小計 14,595 14,887 △291

合計 26,771 25,446 1,324

（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額 745百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表には含めておりません。

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 731 373 357

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 1,759 1,657 101

③ その他 967 934 32

(3）その他 7,304 5,228 2,076

小計 10,762 8,194 2,568

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 49 70 △20

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 3,253 3,332 △79

③ その他 1,165 1,200 △34

(3）その他 14,059 14,208 △148

小計 18,528 18,811 △283

合計 29,291 27,006 2,285

（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額 709百万円）については、市場価格がないため、上表には含めておりませ

ん。
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３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

種類
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 214 70 －

(2）債券 － － －

(3）その他 588 466 △61

合計 803 537 △61

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

種類
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 37 13 －

(2）債券 － － －

(3）その他 174 9 △24

合計 211 22 △24

 

４．減損処理を行った有価証券

　前連結会計年度において、その他有価証券のその他について98百万円の減損処理を行っております。

　当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について14百万円の減損処理を行っております。

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（2021年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

買建     

米ドル － － － －

人民元 221 － △2 △2

合計 221 － △2 △2

　(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

買建     

米ドル 1,117 711 6 6

人民元 560 － 26 26

合計 1,678 711 32 32

　(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度（2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

　該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、ポイント制度を導入するとともに、加入者については確定拠出制度及び退職金前

払制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。

　なお、当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度の東京薬業企業年金基金に加入しており、このうち、自社

の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処

理しております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

退職給付債務の期首残高 6,296百万円 6,662百万円

勤務費用 390 402

利息費用 28 31

数理計算上の差異の発生額 89 △25

退職給付の支払額 △168 △293

その他 25 30

退職給付債務の期末残高 6,662 6,807

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

年金資産の期首残高 －百万円 －百万円

数理計算上の差異の発生額 － －

退職給付の支払額 － －

年金資産の期末残高 － －

 

(3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）

当連結会計年度

（2022年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 6,662百万円 6,807百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,662 6,807

   

退職給付に係る負債 6,662 6,807

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,662 6,807
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

勤務費用 390百万円 402百万円

利息費用 28 31

数理計算上の差異の費用処理額 78 99

その他 36 36

確定給付制度に係る退職給付費用 533 570

 

(5）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

数理計算上の差異 △14百万円 124百万円

 

(6）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）

当連結会計年度

（2022年３月31日）

未認識数理計算上の差異 △433百万円 △308百万円

 

(7）数理計算上の計算基礎に関する事項

　主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）

当連結会計年度

（2022年３月31日）

割引率 0.0～0.2％ 0.2～0.6％

長期期待運用収益率 － －

予想昇給率等 主に勤続ポイントと役職

ポイントによるポイント

制を採用しております。

同左
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３．確定拠出制度

　当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度146百万円、当連結会計年度142百

万円であります。

 

４．複数事業主制度

　確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度148百

万円、当連結会計年度159百万円であります。

 

(1）複数事業主制度の直近の積立状況

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）

当連結会計年度

（2021年３月31日）

年金資産の額 151,134百万円 166,870百万円

年金財政計算上の数理債務の額 150,361 150,293

差引額 773 16,577

 

(2）複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度　2.1％　　（自　2021年３月１日　至　2021年３月31日）

当連結会計年度　2.2％　　（自　2022年３月１日　至　2022年３月31日）

 

(3）補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高（前連結会計年度11,040百万円、当連結会計年度

8,572百万円）、当年度不足金（前連結会計年度7,003百万円）、当年度剰余金（当連結会計年度13,336百万円）

及び別途積立金（前連結会計年度18,816百万円、当連結会計年度11,813百万円）であります。

　また、未償却過去勤務債務残高の内訳は特別掛金収入現価であり、償却方法は元利均等方式、事業主負担掛金

率0.7％、償却残余期間は2021年３月31日現在で３年５ヶ月であります。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
 

当連結会計年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産    

賞与引当金 440百万円  475百万円

役員退職慰労未払金 51  51

退職給付に係る負債 2,042  2,089

貸倒引当金 29  159

投資有価証券評価損 115  92

匿名組合出資金 88  -

時価評価差益 200  200

関係会社株式出資金 274  274

その他 2,875  3,322

繰延税金資産小計 6,119  6,665

評価性引当額 △807  △978

繰延税金資産合計 5,312  5,686

繰延税金負債    

子会社の留保利益金 △391  △425

その他有価証券評価差額金 △400  △732

時価評価差損 △1,367  △1,358

その他 △4,555  △5,230

繰延税金負債合計 △6,715  △7,747

繰延税金資産の純額 △1,403  △2,060
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 30.6％
 

0.4
0.3

△0.7
0.0
2.7

△0.2
33.1

 30.6％
 

0.4
0.4

△0.2
0.0
1.2
0.0
32.3

（調整）  
交際費等損金不算入額  
住民税均等割  
海外子会社との税率差異  
子会社の留保利益  
評価性引当額の増減  
その他  
税効果会計適用後の法人税等の負担率  

 

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

  （単位：百万円）

 
売上区分

合計
医療 介護 健康 その他

 国内 26,435 51,298 2,141 1,662 81,536

 海外 7,795 1,018 - - 8,813

 外部顧客への売上高 34,230 52,317 2,141 1,662 90,352

（注）上記金額には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引26,151

百万円を含めて表示しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を適用しており、主要な事業は、医療・介護・健康の分野により構成されております。各

分野において、自社製品及び他社からの仕入商品の販売並びにメンテナンス等のサービスの提供を行っておりま

す。

主として、自社製品は出荷した時点、仕入商品は引渡を行った時点で、それぞれ顧客が当該財に対する支配を

獲得したと考え、収益を認識しております。

また、サービスの提供については、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。

なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該

対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。

製品の販売契約において、引き渡し後、主に１年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は

交換を行う製品保証義務を有しております。当該製品保証は別個のサービスを提供するものではないことから、

独立した履行義務として区別しておりません。

また、返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務に重要なものはありません。

製品及び商品に関する取引の対価は、商品の引き渡し後、主として１年以内に受領しており、サービスの提供

については、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しております。いずれも重大な金融要

素を含んでおりません。

製品と商品及びサービスの提供は、通常、それぞれを独立して販売しておりますが、セット販売も行っており

ます。取引価格は、販売価格を独立販売価格の比率に基づき配分して算定しております。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

 

(1）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

（単位：百万円）

 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 23,577

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 23,620

契約負債(期首残高) 716

契約負債(期末残高) 665

（注）１．連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形及び売掛金」に、契約負債は

「流動負債のその他」に含まれております。

２．契約負債は、主に、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する契約にお

いて、履行義務が充足される前に支払条件に基づいて顧客から受領した前受金に関するものでありま

す。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

３．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、535百万

円であります。

４．過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性は

ありません。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、サービスを提供するために顧客と一定期間の契約を締結し、履行が完了した部分に

対する金額を請求しております。当該会社では、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に

直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有している事から「収益認識に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準第30号2021年３月26日。以下「収益認識会計基準に関する会計基準の適用指針」という。）19項

に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。したがって、収益認識会計基準第80-22

項(2)の定めを適用し、当該契約について、残存履行義務に配分した取引価格を注記の対象に含めておりませ

ん。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　　当社グループは、ベッド関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　　当社グループは、ベッド関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

 
製品及び商品

 
レンタル

 
合計ベッド

マットレ
ス

病室・居
室用家具

医療用
器具備品

部品等 その他

外部顧客への売上高 26,154 5,139 7,297 7,525 3,771 14,269 23,013 87,171

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 アジア 中東 ヨーロッパ その他の地域 合計

79,080 6,912 222 － 955 87,171

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％を超えないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

 
製品及び商品

 
レンタル

 
合計ベッド

マットレ
ス

病室・居
室用家具

医療用
器具備品

部品等 その他

外部顧客への売上高 28,785 5,601 6,546 7,540 4,340 12,413 25,124 90,352

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 アジア 中東 ヨーロッパ その他の地域 合計

81,536 7,920 68 － 825 90,352

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％を超えないため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

  （単位：百万円）

 ベッド関連事業 合計

当期償却額 76 76

当期末残高 133 133

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

  （単位：百万円）

 ベッド関連事業 合計

当期償却額 76 76

当期末残高 57 57

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
近親者

木村通秀 － －
当社
特別顧問

（被所有）
 直接 2.9

 間接 4.4
－

経営に関す
る助言等
（注）

22 － －

 

（注）木村通秀氏には長年の経営経験を基に、経営全般に関する助言等を受けることを目的として特別顧問を委嘱

　　　しており、報酬額については当社規程に基づき、決定しております。

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
近親者

木村通秀 － －
当社
特別顧問

（被所有）
 直接 3.1

 間接 0.0
－

経営に関す
る助言等
（注1）

30 － －

役員 木村恭介 － －
当社代表
取締役会長

（被所有）
 直接 3.1

 間接 7.1
－

金銭報酬債
権の現物出
資（注2）

12 － －

役員 木村友彦 － －
当社代表
取締役社長

（被所有）
 直接 3.0

 間接 2.3
－

金銭報酬債
権の現物出
資（注2）

14 － －

 

（注）１．木村通秀氏には長年の経営経験を基に、経営全般に関する助言等を受けることを目的として特別顧問を委嘱

　　　　　　しており、報酬額については当社規程に基づき、決定しております。

　　　　２．譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。

 

 

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

非連結
子会社

パラマウン
トベッド
インディア

インド
共和国

131
(百万インド

ルピー)
製造業

（所有）
 間接 100.0

資金の援助 資金の貸付 －
長期
貸付金

877

 

 

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

非連結
子会社

パラマウン
トベッド
インディア

インド
共和国

131
(百万インド

ルピー)
製造業

（所有）
 間接 100.0

資金の援助 資金の貸付 －

短期
貸付金

367

長期
貸付金

595
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

１株当たり純資産額 1,958.23円 2,092.47円

１株当たり当期純利益 148.15円 156.39円

（注）１．　当社は、2021年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及

び普通株式の期中平均株式数を算定しております。

２．　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 8,611 9,092

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万

円）
8,611 9,092

期中平均株式数（株） 58,125,586 58,141,503

（注）３．　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率（％） 返済期限

 短期借入金 100 － － －

 １年以内に返済予定の長期借入金 74 － － －

 １年以内に返済予定のリース債務 2,153 1,847 1.8 －

 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 91 － － －

 リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,707 4,288 2.3 2023年～2031年

 その他有利子負債 － － － －

合計 7,127 6,135 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであり

ます。

 
１年超２年以内

（百万円）

２年超３年以内

（百万円）

３年超４年以内

（百万円）

４年超５年以内

（百万円）

　リース債務 1,345 928 707 552

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 20,420 41,237 63,958 90,352

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
3,337 6,858 10,770 13,437

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
2,349 4,925 7,483 9,092

１株当たり四半期（当期）　

純利益（円）
40.42 84.72 128.71 156.39

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
40.42 44.31 43.99 27.68
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,536 25,359

売掛金 ※ 363 ※ 488

有価証券 13,305 14,273

前払費用 13 25

短期貸付金 － 108

未収還付法人税等 44 588

その他 ※ 2,105 ※ 136

流動資産合計 37,369 40,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 118 112

工具、器具及び備品 81 99

建設仮勘定 11 70

有形固定資産合計 211 281

無形固定資産   

ソフトウエア 854 722

その他 420 705

無形固定資産合計 1,275 1,428

投資その他の資産   

投資有価証券 10,281 10,854

関係会社株式 36,903 36,903

長期貸付金 ※ 2,185 ※ 2,096

保険積立金 1,097 1,202

匿名組合出資金 2,023 479

その他 217 188

投資その他の資産合計 52,709 51,724

固定資産合計 54,196 53,434

資産合計 91,565 94,413
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部   

流動負債   

未払金 ※ 264 ※ 502

未払費用 11 10

預り金 11 12

賞与引当金 11 10

役員賞与引当金 14 15

その他 2 93

流動負債合計 315 646

固定負債   

退職給付引当金 139 139

繰延税金負債 － 195

その他 323 167

固定負債合計 463 503

負債合計 778 1,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,207 4,207

資本剰余金   

資本準備金 49,877 49,877

その他資本剰余金 1,944 1,945

資本剰余金合計 51,822 51,822

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 41,301 43,297

利益剰余金合計 41,301 43,297

自己株式 △7,063 △7,017

株主資本合計 90,267 92,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 519 953

評価・換算差額等合計 519 953

純資産合計 90,787 93,263

負債純資産合計 91,565 94,413
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当事業年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業収益 ※１ 4,903 ※１ 5,873

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,783 ※１,※２ 1,695

営業利益 3,119 4,178

営業外収益   

受取利息 ※１ 102 ※１ 16

受取配当金 93 155

為替差益 188 542

投資事業組合運用益 1,077 173

匿名組合投資利益 38 69

その他 ※１ 258 ※１ 323

営業外収益合計 1,758 1,280

営業外費用   

雑損失 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 4,878 5,459

特別利益   

投資有価証券売却益 466 9

投資有価証券償還益 42 32

特別利益合計 509 41

特別損失   

投資有価証券売却損 23 24

投資有価証券評価損 18 －

投資有価証券償還損 5 9

特別損失合計 47 33

税引前当期純利益 5,341 5,467

法人税、住民税及び事業税 719 342

法人税等調整額 △68 77

法人税等合計 651 419

当期純利益 4,689 5,048
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

       （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越

利益剰余金

当期首残高 4,207 49,877 1,944 51,822 39,518 39,518 △7,061 88,485

当期変動額         

剰余金の配当     △2,906 △2,906  △2,906

当期純利益     4,689 4,689  4,689

自己株式の取得       △1 △1

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 － － － － 1,783 1,783 △1 1,781

当期末残高 4,207 49,877 1,944 51,822 41,301 41,301 △7,063 90,267

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価
差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △88 △88 88,397

当期変動額    

剰余金の配当   △2,906

当期純利益   4,689

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

607 607 607

当期変動額合計 607 607 2,389

当期末残高 519 519 90,787
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当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越

利益剰余金

当期首残高 4,207 49,877 1,944 51,822 41,301 41,301 △7,063 90,267

当期変動額         

剰余金の配当     △3,052 △3,052  △3,052

当期純利益     5,048 5,048  5,048

自己株式の取得       △0 △0

自己株式の処分   0 0   46 47

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 － － 0 0 1,995 1,995 45 2,041

当期末残高 4,207 49,877 1,945 51,822 43,297 43,297 △7,017 92,309

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価
差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 519 519 90,787

当期変動額    

剰余金の配当   △3,052

当期純利益   5,048

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   47

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

434 434 434

当期変動額合計 434 434 2,476

当期末残高 953 953 93,263
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(2）子会社株式

　移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合等への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につい

ては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法

　ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法

主な耐用年数は、建物８～50年、車両運搬具６年、工具、器具及び備品５～15年であります。

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

 

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における期末要支給額に基づき計上しております。

 

４．重要な収益及び費用の計上基準

　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を適用しております。当社の収益は子会社からの配当金及び子会社に対する経営指導料で

す。子会社からの受取配当金は、配当の効力発生日をもって収益を認識しています。子会社に対する経営指

導料については、サービスの提供期間にわたって収益を認識しています。

 

（重要な会計上の見積り）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用しました。これによる、財務諸表に与える影響はありま

せん。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。

 

（表示方法の変更）

　該当事項はありません。
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（貸借対照表関係）

※　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

短期金銭債権 720百万円 705百万円

長期金銭債権 2,185 2,096

短期金銭債務 22 15

 

（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

営業収益 4,903百万円 5,873百万円

販売費及び一般管理費 103 109

営業取引以外の取引高 223 240

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度4.5％、当事業年度4.4％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は前事業年度95.5％、当事業年度95.6％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

役員報酬 236百万円 230百万円

給料 84 84

賞与引当金繰入額 8 9

役員賞与引当金繰入額 14 15

支払手数料 416 314

減価償却費 215 274

業務委託費 108 112

 

（有価証券関係）

前事業年度（2021年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額 36,903百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、時価については記載しておりません。

 

当事業年度（2022年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額 36,903百万円）は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりませ

ん。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2021年３月31日）
 
 

当事業年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産    

賞与引当金 3百万円 3百万円

固定資産償却超過 4  0

退職給付引当金 42  42

投資有価証券評価損 50  20

匿名組合出資金 88  -

未払事業税 22  17

その他 128  181

繰延税金資産小計 340  266

評価性引当額 △12  △17

繰延税金資産合計 328  249

繰延税金負債    

投資有価証券 △30  △29

その他有価証券評価差額金 △223  △415

繰延税金負債合計 △254  △445

繰延税金資産（負債）の純額 73  △195

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2021年３月31日）
 

当事業年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

受取配当金等益金不算入 △20.6  △23.0

交際費等損金不算入額 0.2  0.3

過年度法人税等 0.2  △0.6

その他 1.7  0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.2  7.7

 

（収益認識関係）

（収益を理解するための基礎となる情報）

　財務諸表「注記事項（重要な会計方針）４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建 物 118 － － 6 112 70

工 具 、 器 具

及 び 備 品
81 74 0 56 99 288

建 設 仮 勘 定 11 89 30 － 70 －

計 211 163 31 62 281 359

無形固定資産

ソフトウエア 854 77 － 208 722

 そ の 他 420 349 63 0 705

計 1,275 426 63 208 1,428

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

その他 新基幹システム構築関連 270百万円

 

（注）２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

その他 基幹システム収益認識対応改修 26百万円

その他 経費精算システム刷新 19百万円

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）
 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

賞与引当金 11 10 11 10

役員賞与引当金 14 15 14 15

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（NMF竹橋ビル６階）

東京証券代行株式会社　本店

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（NMF竹橋ビル６階）

東京証券代行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

https://www.paramountbed-hd.co.jp

株主に対する特典

毎年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式

数に応じて６月の当社定時株主総会終了後、決議ご通知に同封し贈呈

100株以上保有の株主に対し、当社グループが運営するオンラインショップ

「パラマウントベッドストア」（https://www.paramount.shop）ならびに、

「パラマウントベッド 眠りギャラリー」各店の取扱商品（一部商品を除く）

を希望小売価格の10％割引でご購入いただける優待券１枚

100株以上500株未満保有の株主のうち、保有期間が３年未満の株主には1,000

円相当、保有期間が３年以上継続する株主には2,000円相当のクオカード

500株以上1,000株未満保有の株主のうち、保有期間が３年未満の株主には

3,000円相当、保有期間が３年以上継続する株主には5,000円相当のクオカー

ド

1,000株以上保有の株主のうち、保有期間が３年未満の株主には5,000円相

当、保有期間が３年以上継続する株主には7,000円相当のクオカード

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権

利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第39期）（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月29日関東財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類

　2021年６月29日関東財務局長に提出

（3）四半期報告書及び確認書

（第40期第１四半期）（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月11日関東財務局長に提出

（第40期第２四半期）（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月12日関東財務局長に提出

（第40期第３四半期）（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月14日関東財務局長に提出

（4）臨時報告書

　2021年７月１日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に

基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 

 2022年６月29日

パラマウントベッドホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 東京事務所 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　道之

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 古川　真之

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるパラマウントベッドホールディングス株式会社の2021年４月1日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パラ

マウントベッドホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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福祉用具レンタル売上の収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結財務諸表注記「セグメント情報等」の関連情報に記

載のとおり、当連結会計年度においてレンタル売上は

25,124百万円計上されており、連結損益計算書の売上高の

27.8%を占めている。レンタル売上は主に福祉用具レンタ

ル事業を営むパラマウントケアサービス株式会社で計上さ

れている。

　福祉用具レンタルの契約数は非常に多く、処理される取

引件数も膨大であることが特徴である。顧客との契約情報

の更新は手作業でレンタル資産管理システムに入力される

が、その後の売上計算や請求業務はシステム上の自動処理

で実施されており、会計システムへの反映はレンタル資産

管理システムと会計システム間のインターフェイスによっ

て行われている。レンタル売上が会社の処理方針に沿って

適切に計上されるためには、関連するITシステムが首尾一

貫して有効に機能していることが重要である。

　以上より、レンタル売上の計上プロセスはその他の製品

及び商品の販売取引と比較してITシステムへの依存度が高

く、仮にITシステムによる自動化された処理が継続的に有

効に運用されない場合は虚偽表示の影響額が大きくなるこ

とから、レンタル売上を監査上の主要な検討事項であると

判断した。

　左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人内

のIT専門家を利用して、レンタル売上を検討するに当た

り、主として以下の監査手続を実施した。

・顧客との契約情報の更新がレンタル資産管理システムに

正確に入力されていること及び顧客に対する請求・入金管

理が適切に行われることを担保する内部統制を識別し、当

該内部統制に関連する承認証跡の閲覧等により、整備・運

用状況を評価した。

・レンタル売上に関連する自動化された内部統制（主とし

てレンタル資産管理システムにおいて自動処理された売上

データの正確性及び会計システムへのデータインター

フェースの有効性）を識別し、設計書等の文書の閲覧やシ

ステムから抽出したデータを利用した再実施手続等により

整備・運用状況を評価した。

・自動化された内部統制に関連するITシステムのプログラ

ム変更時におけるテスト結果の閲覧やデータ等の情報資源

へのアクセス権限付与時における承認証跡の閲覧等により

全般統制の整備・運用状況を評価した。

・介護サービス受給者数等の入手可能な外部情報に基づい

た比較分析及びレンタル売上とレンタル資産貸与台数の相

関を用いた推移分析を実施した。また、統計的サンプリン

グに基づき抽出された顧客とのレンタル取引について、請

求書や入金証憑等と突合し、期末時点で未入金のものにつ

いては残高確認手続を実施した。

 

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、パラマウントベッドホール

ディングス株式会社の2022年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、パラマウントベッドホールディングス株式会社が2022年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効

であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

 

以　上

※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

 2022年６月29日

パラマウントベッドホールディングス株式会社  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 東京事務所 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　道之

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 古川　真之

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるパラマウントベッドホールディングス株式会社の2021年４月1日から2022年３月31日までの第40期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パラマウ

ントベッドホールディングス株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　当事業年度の貸借対照表において、「関係会社株式」は

36,903百万円計上されており、総資産94,413百万円の

39.1％を占めており、全て市場価格のない株式で構成され

ている。

　これらの関係会社株式について財政状態の悪化により実

質価額が著しく下落し、回復する見込みがあると認められ

ない場合には、相当の減額処理を行う必要がある。当事業

年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式は財務諸

表における金額的重要性が高く、実質価額の著しい下落に

より減額処理が行われると財務諸表全体に与える金額的影

響が大きくなる可能性があることから、関係会社株式にか

かる評価の妥当性の検討を監査上の主要な検討事項に該当

するものと判断した。

　当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討する

に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・会社の重要な会議体の議事録の閲覧及び経営者や財務責

任者等への質問を通じて関係会社の経営環境を理解し、財

政状態の悪化の兆候を示唆する関係会社の有無を確認し

た。

・実質価額の算定に当たり使用する関係会社の財務数値

が、各関係会社において適切に承認されたものであること

を確認する経営者の内部統制を理解し、整備・運用状況を

評価した。

・実質価額の算定に使用された各関係会社の財務数値につ

いて、主要な関係会社の財務情報の監査を実施し、当該財

務数値の信頼性を確かめた上で関係会社株式の評価に対す

る経営者の判断の妥当性を評価した。

 

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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